
ガイドブック

お問い合わせは、神戸市国民健康保険・後期高齢者医療コールセンターをご利用ください。

TEL 078-381-7726 FAX

平日 8:45～17:15（祝日・年末年始を除く）

078-322-6041

ご利用
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● 国民健康保険は皆さんの保険料等により運営されています。

● 保険料のお支払いは、口座振替をご利用ください。

● 年に１回は特定健診を受けましょう。

● ジェネリック医薬品を使いましょう。

凡例（根拠法令）

国民健康保険法・・・・・・法 神戸市国民健康保険条例・・・・・・条例

国民健康保険法施行令・・・令 神戸市国民健康保険条例施行規則・・規則

国民健康保険法施行規則・・則
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医療保険は日本国内に住所を有する人が加入し、加入者が保険料を出し合って助け合う社会保障制度です。勤務先で

加入する「被用者保険（職域保険）」と、勤務先の健康保険等に加入していない人が加入する「国民健康保険（地域保

険）」、75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」に大別され、生活保護受給者を除く全ての人が必ずいずれか

の医療保険に加入しなければなりません（国民皆保険）。

国民健康保険（国保）は、他の医療保険に加入している人（被扶養者を含む）や生活保護受給者を除いた市民を対象

に、都道府県と市町村が共同で運営している公的医療保険です。

国民健康保険とは (法第1条・第2条)

国民健康保険に加入する日 （法第7条）

①他の都道府県から転入した日（前住所地で国保に加入していた場合）

②勤務先の健康保険（任意継続を含む）の資格を喪失した日（退職の場合は退職日の翌日）

③国民健康保険組合の資格を喪失した日

④出生した日

⑤生活保護が廃止（停止）された日

⑥外国人は、住民登録をした日（①の場合を除く）

①他の都道府県に転出した日（国外の場合は転出予定日の翌日）

②勤務先の健康保険に加入した日の翌日

③後期高齢者医療制度に加入した日の翌日

④国民健康保険組合の資格を取得した日

⑤死亡した日の翌日

⑥生活保護が開始された日

国民健康保険を脱退する日（法第8条）

勤務先の健康保険に加入したときは、国保脱退の届出が必要です （法第9条、法第110条の2）

国保の届出・申請にはマイナンバー（個人番号）の記載が必要です （則第2条）

国保に加入していた人が新しく勤務先の健康保険に加入した場合やご家族の健康保険の扶養に入った場合は、脱退

の届出が必要になります。自動的に脱退扱いにはなりませんので、必ず届出をお願いします。（P.4参照）

届出が遅れると、不要な保険料を支払い続けることになってしまいます。国保を脱退した結果、保険料を納め過ぎ

た場合は、その分の保険料をお返しします。ただし、お返しできる期限は、その年度の最初の保険料の納期（６月30

日）の翌日から起算して２年です。それを超えた後に届出された場合はお返しできません。

マイナンバー（個人番号）の記載が必要な届出・申請では、他人のなりすましなどを防止するため、

①番号の確認、②来庁者のご本人確認、③代理で届出される場合は代理権の確認を行います。

（なお、マイナンバーの記載が無くても届出・申請は受け付けできます）

それぞれの届出・申請に必要なもの（詳細は各ページ参照）と次の書類をお持ちください。

①マイナンバー（個人番号）が必要な人の番号確認書類
マイナンバーカード、個人番号通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し・住民票記載事項証明書

②来庁者の本人確認書類（AまたはB）
A.次の中から一つ

資格確認書（神戸市国保に限る）、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、療育手帳
精神障害者手帳（顔写真付き）、運転経歴証明書、その他官公署が発行する顔写真付きの証明書

B. 次の中から二つ
資格確認書（神戸市国保以外）、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、その他官公署が発行する書類で氏名と生年
月日または住所が記載されているもの

③委任状（世帯主以外の人が届出・申請をする場合）または発行後３カ月以内の登記事項証明書（世帯主の成年後見人などが手続きす
る場合）、または、その他代理権を証明する書類
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資格確認書は１年度に１回、マイナ保険証をお持ちでない方や、資格確認書の交付申請をされた方に送付しますが

次の場合はその期日が有効期限となります。

①75歳の誕生日の前日

②在留期間満了日（外国人）

③在学修了年月日（修学のため市外に在住している人）

資格確認書は、毎年12月に一斉更新を行います。更新後の新しい資格確認書は、

原則として11月上旬に郵送します。なお、資格確認書を失くしたときの再交付手続きに

ついては、P.4をご覧ください。

資格確認書の更新 （則第7条の2）

国民健康保険の届出はお早めに （法第9条①）

前ページの加入・脱退の事由が発生したときは、原則として発生日から14日以内に住所地の区役所・支所の国保の

窓口に届出を行ってください（届出に必要なものは、P.4をご覧ください）。なお、75歳になったことによる後期高齢

者医療制度への移行の届出は不要です。

加入の届出が遅れると、さかのぼって加入することになります。保険料は加入

した月から発生しますので、さかのぼって納めていただく必要があります。

また、加入の届出までに医療機関等にかかったときは、原則として医療費は一

旦、全額自己負担となります。

資格喪失後に神戸市国保を使って医療機関を受診すると、後日、国保が負担

した医療費の返還をしていただくことになります（P.25参照）ので、新しい医療

保険に加入した際は、速やかに国保の資格喪失手続きをしてください。その際、

資格確認書を必ず返却してください。

生計維持関係にあるお子さまが、修学によって神戸市から市外へ住所を移した場合でも、引き続き神戸市の国保の

加入者となる制度です。この制度に該当する人は、転出届を提出する際に、住所地の区役所・支所の国保の窓口へ届

出をしてください。（P.4参照）

神戸市国保の加入者が、児童福祉施設、障害者支援施設、サービス付高齢者向け住宅、有料老人ホーム、軽費老人

ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護保険施設等へ入所した場合や、病院等に⾧期入院したことに

よって神戸市から市外へ住所を移した場合でも、引き続き神戸市の国保の加入者となる制度です。

この制度に該当する人は、転出届を提出する際に、住所地の区役所・支所の国保の窓口へ届出をしてください。

（P.4参照）

2

令和６年12月2日以降、保険証の廃止に伴い、マイナ保険証をお持ちでない方が、本市の国民健康保険に加入される

場合は、資格確認書を交付します。医療機関にかかるときは、資格確認書を窓口で提示してください。従来の保険証

と同じようにお使いいただけます。

マイナ保険証をお持ちの方には、資格情報のお知らせを交付します。医療機関では、原則マイナ保険証を窓口で提

示してください。資格情報のお知らせは、マイナ保険証の読取ができない医療機関等において、マイナ保険証と共に

提示することで受診することが可能ですので大切に保管してください。

資格確認書・資格情報のお知らせ （法第9条②）
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学校等への修学による特例制度 （法第116条）

住所地特例制度 （法第116条の2）



社会保障協定 （社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例に関する法律第5条）
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アメリカ合衆国、フランス共和国、チェコ共和国、ハンガリー、ベルギー王国、

オランダ王国、スイス連邦、ルクセンブルク大公国、オーストリア共和国

（2）社会保障協定が適用される条件

・協定相手国の社会保障制度に加入している

・一時派遣されている期間中、協定相手国の事業所との雇用関係が継続している

・派遣期間が５年以内と見込まれる
※「雇用関係が継続している」とは協定相手国の事業主に役務を提供し、その事業主が労務管理をしていることをいいます。

※協定国によって条件が異なる場合があります。詳しくは協定相手国の所管省庁へご確認ください。

※オーストリア協定の場合、日本からオーストリアに一時的に派遣される被用者および日本の居住者である自営業者は、

日本の医療保険制度に加え、オーストリアの在留許可の関係上、オーストリアの疾病保険制度（公的医療保険制度）にも加

入することになります。また、オーストリアから日本に一時派遣される被用者は、オーストリアの疾病保険制度に加えて、

日本の医療保険制度に加入することになります。なお、オーストリアの居住者である自営業者が日本で自営業を行う場合は、

日本の医療保険制度を加入免除となります。

〈詳細は、日本年金機構HPの協定相手国別の注意事項（オーストリア）をご参照ください〉

（3）配偶者や子ども等の被扶養者について

被扶養者のみが語学留学等のために入国した場合は社会保障協定の対象となりません。

一時派遣された人と一緒に入国した場合、外国人の被扶養者は社会保障協定の対象となります。日本人の被扶養者は

国民健康保険への加入が必要な場合が多いですが、協定相手国の実施機関が発行する適用証明書により、被扶養者を

含めた適切な医療保険の加入が証明された場合等には、適用除外となることがあります。

※協定国によって条件が異なります。詳しくはお問い合わせください。

（4）協定相手国の確認先

就労のため海外に一時派遣される場合は、派遣されている国の社会保障制度に加入する必要があり、日本の社会保障

制度と保険料を二重に負担しなければならない場合が生じることから、一部の国と社会保障協定を締結しています。社

会保障協定締結国から入国し、一定の条件を満たす方は、国民健康保険に加入することなく、締結国の医療保険制度に

引き続き加入します。

（1）医療保険制度で社会保障協定を締結している国

アメリカ合衆国：アメリカ社会保障庁 フランス共和国：全国被用者疾病保険金庫

チェコ共和国：チェコ社会保険局 ハンガリー：国立健康保険基金

ベルギー王国：全国社会保障庁 オランダ王国：オランダ社会保険銀行

スイス連邦：スイス連邦社会保険庁 ルクセンブルク大公国：社会保障共通センター

オーストリア共和国：社会保険機関連合



2
届出は、原則として事由発生から14日以内に世帯主が行ってください。また、代理人が届け出る場合は世帯主の委任

状が必要です。
●全ての届出に共通して必要なもの

・マイナンバーカード
※お持ちでない方はマイナンバーがわかる書類と本人確認書類（運転免許証、パスポートなど）

届出が必要なとき (則第２条・第３条他)

国保に加入するとき

4

届
出
が
必
要
な
と
き

世帯主が変わったとき

上記２つ以外の事由による届出

①世帯主、②加入する人

①変更後の世帯主

①世帯主、②対象の被保険者（加入者）

届出が必要なとき マイナンバー（個人番号）の記載が必要な人

届出が必要なとき 必要なもの 届出先 備 考

国
保
に
加
入
す
る
場
合

国
保
を
脱
退
す
る
場
合

届
出
の
内
容
が

変
わ
っ
た
場
合

そ
の
他

市外から転入したとき

勤務先の健康保険の資格が
なくなったとき

子どもが生まれたとき

生活保護を受けなくなったとき

外国人が加入するとき

市外へ転出するとき

勤務先の健康保険に加入したとき

死亡したとき

生活保護を受け始めたとき

市内で転居したとき

氏名や世帯主が変わったとき

世帯が合併・分離したとき

国保の資格確認書や資格情報のお知ら
せをなくしたとき
（再交付）

修学のため市外に居住する学生が
保険証を必要とするとき

一定の障害を持つ人が65歳になり
後期高齢者医療制度に切り替えるとき

市外の介護保険施設に入所等したことにより転出し
たとき、また、継続して施設を転所したとき

40～64歳の国保加入者で社会福祉施設等に
入所・退所したとき

上記「共通して必要なもの」のとおり

●健康保険資格喪失証明書の原本
（加入者全員の氏名の記載のあるもの）

●母子健康手帳

●生活保護適用証明書の原本

●在留カード
●パスポート

●資格確認書等

●資格確認書等
●健康保険資格取得証明書の原本または

勤務先の資格確認書等（脱退される方
全員分）

●死亡した人の資格確認書等

●資格確認書等
●生活保護適用証明書の原本（脱退される方全員分）

●資格確認書等

●顔写真付の本人確認書類（運転免許証等）

●資格確認書等
●在学証明書

●資格確認書等
●障害の程度を証する書類

●資格確認書等
●入所を証明するもの

●資格確認書等
●入所・退所を証明するもの

住
所
地
の
区
役
所
・
支
所
の
国
保
の
窓
口

同一世帯内に、国保加入者がい
る場合は、その方の資格確認書
等をお持ちください。

出産育児一時金の支給申請を行
う場合は、P.23の必要書類等も
あわせてお持ちください。

全員の氏名が記入されたものを
お持ちください。

在留資格が特定活動の場合は、
指定書で内容を確認します。

葬祭費の支給申請を行う場合は、
P.23の必要書類等もあわせてお
持ちください。

破損したり汚れたりして再発行
を受けたいときは、その資格確
認書や資格情報のお知らせをお
持ちください。

後期高齢者医療制度に切り替え
ることができます。

転出後も神戸市の国保に加入し
ます。（住所地特例）

入所の届出を行うと介護保険料
が算出されません。

詳細は、神戸市のホームページ をご覧ください。

※本ページのおける「資格確認書等」とは、資格情報のお知らせ、および資格確認書を指します。

※国民健康保険の脱退（勤務先の健康保険に加入したとき）及び、資格確認書・資格情報のお知らせの再交付など一部の届出においてオン

ライン・郵送による手続きができます。

（専用ページへのアクセス方法や様式のダウンロードは神戸市のホームページをご確認ください）
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国民健康保険料は、医療分保険料・後期高齢者支援金等分保険料・介護納付金分保険料・子ども子育て支援金分保険

料の合計額となっています。計算方法は次のとおりです。

保険料年間額 ＝ 医療分＋後期高齢者支援金等分＋介護納付金分＋子ども子育て支援金分

国民健康保険料 （法第76 ）

2026年度の国民健康保険料の算定 （条例第12条～第15条の25）

医療分保険料
「 医療分」の保険料は、その年度に兵庫県に納付する医療分の納付金から、国・県の補助金や市の繰入金等を除き、神戸市の保

険事業等に要する費用を上乗せしたものを、神戸市の国民健康保険に加入されている皆さんで負担していただくものです。

5
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所得割額
世帯の国保加入者全員

の賦課基準額の合計

× 7.38％

均等割額
世帯の国保加入者の

人数

× 33,700 円

平等割額

１世帯あたり定額

21,800 円

医療分保険料

最高限度額

年額 670,000 円

後期高齢者支援金等分保険料
「 後期高齢者支援金等分」の保険料は、その年度に兵庫県に納付する後期高齢者支援金等分の納付金から市の繰入金等を除いた

ものを、神戸市の国民健康保険に加入されている皆さんで負担していただくものです。

所得割額

世帯の国保加入者全員

の賦課基準額の合計

× 2.97％

均等割額
世帯の国保加入者の

人数

× 13,510 円

平等割額

１世帯あたり定額

8,740 円

後期支援分保険料

最高限度額

年額 260,000 円

介護納付金分保険料
「 介護納付金分」の保険料は、その年度に兵庫県に納付する介護納付金分の納付金から市の繰入金等を除いたものを、40歳以上

64歳以下の神戸市の国民健康保険の加入者がおられる世帯で負担していただくものです。

所得割額
世帯の国保加入者
（40～64歳）の
賦課基準額の合計
× 2.78％

均等割額

世帯の国保加入者
（40 ～ 64 歳）の人数
×13,970 円

平等割額

１世帯あたり定額

6,880 円

介護分保険料

最高限度額

年額 170,000円

年度途中に国保に加入した場合は、保険料年間額×（加入月数/12カ月）で求められる額になります。

子ども子育て支援金分保険料
「 子ども子育て支援金分」の保険料は、全ての世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、

こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。

所得割額 均等割額 平等割額 子育て分保険料
世帯の国保加入者全員

の賦課基準額の合計

× 0.26％

世帯の18歳以上の国保

加入者の人数

× 1,330 円(1,280円+50円)

１世帯あたり定額

830円

最高限度額

年額 30,000 円



国民健康保険料の所得割額の算定に用いる賦課基準額 （条例第14条 他）
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賦課基準額とは、前年中の総所得金額等から基礎控除を差し引いた額をいいます。

また、賦課基準額の計算は世帯の国保加入者ごとに行います。

当年１月２日以降に神戸市外から転入した人は、前住所地に所得の照会を行いますので、賦課基準額の確認に

日数を要します。

賦課基準額の計算方法 （条例第14条 他）

国民健康保険料の所得割額の算定に用いる「賦課基準額」とは、旧ただし書き所得をいいます。
旧ただし書き所得＝前年の総所得金額等※－住民税の基礎控除
※総所得金額等：現行の地方税で定められているものとは異なります。総所得金額等に以下の項目が含まれている場合はご注意ください

●退職手当・・・含めません
●雑損失の繰越控除・・・控除しません
●分離⾧期・短期譲渡所得の特別控除・・・控除します

総所得
金額

山林
所得

短期
譲渡
所得

⾧期
譲渡
所得

上場株式
等に係る
配当所得

等

上場株式
等に係る
譲渡所得

等

一般株式
等に係る
譲渡所得

等

先物取引
に係る

雑所得等

基礎控除

損益通算、繰越控除が可能です。 損益通算、繰越控除が可能です。また、「特定口座」で源泉徴収を選択し、

確定申告を行わなかった場合は、賦課基準額に含まれません。

（1）住民税の所得控除について

基礎控除以外の住民税の各種所得控除（扶養控除・配偶者控除・社会保険料控除・障害者控除・ひとり親控除・

寡婦控除・医療費控除など）は、保険料の計算にあたっては控除しません。

（2）損益通算について

損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のものについて、一定の順序に従って、総所得金額

や山林所得金額等を計算する際に、他の各種所得の金額から控除することです。

（3）繰越控除について

繰越控除とは、各種所得金額の計算上生じた損失について、損益通算してもなお、引ききれなかった損失額を

確定申告することによって翌年以降の利益から控除することができる制度です。旧ただし書き所得の計算では、

繰越控除のうち、雑損失の繰越控除は適用されません。



神戸市の独自控除の見直し（税の申告が必要です）（条例附則第4項 他）

所得割保険料を算定する際、神戸市独自の軽減制度として、基準に該当する国保加入者がいる世帯に賦課基準額から一定
金額を控除して算定していましたが、兵庫県が示す県内統一の標準保険料率にするため、神戸市独自の所得控除は2024年
度を最後に見直しました。ただし、神戸市独自控除がなくなることで前年度に比べて大きく保険料が増えることがないよう
に、2025年度から2030年度までの6年間をかけて少しずつ本来の保険料に近づけていきます。
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国民健康保険料の法定減額制度（申請は必要ありません）（条例第18条の2）

前年中の所得が次の基準に該当する世帯は、保険料（均等割額・平等割額）が減額されます。

世帯の所得合計額 ≦ 43万円+10万円×（給与所得者等※1の人数-１）

世帯の所得合計額 ≦ 43万円+31万円×被保険者数※2+ 10万円×（給与所得者等※1の人数-１）

世帯の所得合計額 ≦ 43万円+57万円×被保険者数※2+ 10万円×（給与所得者等※1の人数-１）

７割

５割

２割

基 準 減額割合

※1 給与所得者等は、給与所得または公的年金等に係る所得を有する人を指します

※2 「国保から後期高齢者医療制度に移行した人」を含みます

世帯の所得合計額は、賦課期日（当該年度の４月１日。年度途中で国保に新規加入した世帯の場合は、加入した日）

時点において、国保に加入している人（国保に加入していない世帯主を含む）の総所得金額等の合計額をいいます。

ただし、公的年金等受給者のうち、前年の12月31日現在で65歳以上の人の場合は、年金所得（公的年金等控除後）か

ら15 万円を控除した金額で判定します。

専従者控除（専従者給与の必要経費扱い）は適用されません。また、専従者給与を受けている人の専従者給与所得を

ないものとします。

土地・建物等を売却した際の所得は特別控除前で算定します。

●既に法定減額制度の適用を受けている世帯は、年度途中に国保加入者が変更になっても減額割合は変わりません。

●前年中の所得を申告されていない世帯や所得の状況が不明な世帯は、判定が行えませんので「所得状況の回答書

（簡易申告書）」の提出が必要となります。

2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度



非自発的失業者に対する軽減措置 （令第29条の7の2）

倒産、解雇、雇い止めなどを理由として離職された人の保険料を軽減する制度です。

2026年度の保険料については、2025年３月31日以降に退職され、雇用保険制度により

「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として求職者給付を受ける人が対象です。

ハローワークで雇用保険受給資格者証等※の交付を受けてから手続きをしてください。
※「雇用保険特例受給資格者証」及び「雇用保険高年齢受給資格者証（退職時65 歳以上）」をお持ちの人は

対象となりません
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旧被扶養者に対する軽減制度 （条例第23条の2）

職場の健康保険に加入していた人（加入者本人）が、後期高齢者医療制度に加入することに伴って、その被扶養者
の人（65～74歳の人のみ）が新たに国保に加入された場合、保険料を軽減します。

雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由の番号（２桁）区 分

特定受給資格者

特定理由離職者

11、12、21、22、31、32

23、33、34

届出窓口

届出に必要なもの

軽減内容

軽減期間

住所地の区役所・支所の国保の窓口

本人確認書類、該当の人の雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知

離職された人の「給与所得」を30/100 として保険料を計算します

離職日の翌日の属する月からその年度の翌年度末まで

申請窓口

申請に必要なもの

軽減内容

住所地の区役所・支所の国保の窓口

本人確認書類、資格喪失証明書等

所得割額：免除、均等割額・平等割額：５割軽減（２年間に限る）
※均等割額・平等割額が既に減額されている世帯は、あわせて５割が上限
※平等割額の軽減は、旧被扶養者のみの世帯に限ります

未就学児に対する軽減制度 （条例第18条の3）

未就学児（６歳に達する日以降の最初の３月31日以前の被保険者）の「均等割」が10分の５軽減されます。
ただし、法定減額制度の適用を受けている世帯の未就学児については、減額後の「均等割」から10分の５軽減されます。

本人確認書類、出産日（もしくは出産予定日がわかるもの）

産前産後期間に神戸市国民健康保険の資格を有する人を対象に。保険料を軽減する制度を設けています。該当される

方は、届出が必要ですので住所地の区役所・支所へご相談ください。

出産被保険者に対する軽減制度 （条例第23条の4）



保険料の減免（申請が必要です）（条例第23条）

災害・離職等により保険料を納めることが困難な世帯には、申請による減免制度を設けています。
詳しくは住所地の区役所等の国保の窓口にお問い合わせください。
また、就職等により基準に該当しなくなったときは、速やかに申告してください。

種 類
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所得激減世帯減免

世帯の減免を受けようとする月の実収月額

から「一時所得・譲渡所得等（以下、一時

所得等）」を差し引いた金額が24 万5千円

以下で、減免事由発生後の所得見込が前年

の所得（一時所得等を除く）と比べて５割

以下となる世帯

３割以下

基 準 減免内容

低所得世帯減免

世帯の所得合計額の見込が一定基準以下と

なる世帯

※法定減額制度の適用を受けている世帯は、

減免する額が減額した額を上回る場合の

み、上回った額を減免する

一部負担金減免世帯の

減免

生活困窮により医療費の一部負担金が減額

・免除された世帯（減額・免除された期間

のみ）（P.24参照）

（一部負担金の減免の承認があれば、保険

料についての減免申請は不要です）

災害減免

給付制限（法59条）

減免

震災、風水害・火災等の災害により住宅・

家財等が２割以上の損害または床上浸水に

よる損害を受けた世帯のうち、前年中の

世帯の所得合計額が1,000万円以下である

世帯（損害を受けた月以降の６カ月間）

少年院・拘置所・刑務所等の刑事施設に

２カ月を超えて収容されていたため保険

給付が受けられない人がいる世帯

前年の所得と今後の所得見込との対比率に応じて
所得割額を減免する

所得の対比率

４割以下

５割以下

減免割合

７割

６割

５割

以下の基準に応じて均等割額と平等割額をそれぞれ
減免する

基 準 減免割合

43 万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

43 万円＋ 31万円×人数+10万円×(給与所得

者等の数-1）以下
43万円＋ 57万円×人数+10万円×(給与所得

者等の数-1)以下

５割

３割

1.5割

以下の基準に応じて所得割額、均等割額、平等割額
をそれぞれ減免する

基 準 減免割合

一部負担金が免除

一部負担金が減額

５割

３割

100万円
以下

500万円
以下

1,000万
円以下

1,000万
円超

７割

10割

５割

７割

３割

５割

適用
不可

A

B

世帯の所得合計額と損害の程度に応じて所得割額、
均等割額、平等割額をそれぞれ減免する

A：２割以上５割未満の損害または床上浸水
B：５割以上損害、全壊、全焼、半壊、半焼、流失

世帯の国保加入者
全員が該当 全額免除

世帯の一部のみ
該当

該当者の均等割額を
免除

世帯の所得合計額は、国保に加入している世帯員（国保から後期高齢者医療制度に移行した人を含む）の総所得
金額等の合計額をいいます。

申請窓口

申請に必要なもの

住所地の区役所・北須磨支所（玉津支所は不可）の国保の窓口

本人確認書類、減免を受けようとする理由を証明する書類
〔詳しくは住所地の区役所・北須磨支所（玉津支所は不可）
の国保の窓口にお問い合わせください〕



保険料の通知は世帯主あてにお送りします (法第76条) 
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国民健康保険料の納付義務者は世帯主です。

世帯主か勤゙務先の健康保険なと、゙他の保険制度に加入されている場合ても゙、世帯主( この場合は

「 擬制世帯主 」といいます )か納゙付義務者になりますので、世帯主あてに保険料の納入通知書を

はじめ、各種通知をお送りします。

なお、世帯主か国゙保加入者てな゙い場合は、国保上の世帯主を国保加入者に変更てぎるときかあ゙り

ます。詳しくは住所地の区役所等の国保の窓口にお問い合わせください。

所得の申告が必要です（法第113条）

国民健康保険料は、同一世帯における加入者全員の前年中の所得及び人数を基に算定しており、国民健康保険料を

正しく算定するためには、18歳以上の加入者全員（国保に加入してない世帯主を含む）の前年中の所得を把握する必

要があります。

前年中の所得（１月１日～12月31日）を把握できていない世帯には「所得状況の回答書（簡易申告書）」をお送り

しますので、必ずご回答ください。

なお、収入がなかった人や収入が遺族年金・障害年金のみの人、収入が一定金額以下で税務署・市税事務所から申

告の必要がないといわれた人の分も回答が必要です。４月１日時点で加入している18歳以上の世帯員の全員分を回答

してください。

この回答書に記入された金額を基にして、保険料の所得割額の算定（P.5参照）や法定減額の判定（P.7参照）を行

いますので、正確にご記入ください。

保険料の納付が必要な期間 （始期と終期）（条例第18条）

保険料は、資格のできた月から資格のなくなった月の前月の分まで納めていただきます。（届出の月からではあり

ません）加入の届出が遅れた場合でも、加入日は加入事由の生じた日（P.1参照）までさかのぼります。また、保険

料も加入月までさかのぼって納めていただきます。

加入事由の発生日が前年度以前にさかのぼる場合は、その年度ごとに保険料を算定してお知らせします。

40歳・65歳・75歳になる年度の国民健康保険料について （条例第17条④）

（1）40歳になる人（介護保険第２号被保険者資格取得）

「資格取得日」は40歳の誕生日の前日で、介護分の保険料はその誕生日の前日が属する月分から国民健康保険

料に含めて納めていただきます。

40歳の誕生月の翌月に改めて保険料のお知らせをお送りします。

（2）65歳になる人

65歳になる年度に納めていただく介護分の保険料は、65歳の誕生日の前日が属する月の前月分までを計算してい

ます。

（3）75歳になる人

後期高齢者医療制度へは75歳の誕生日に加入しますので、それ以降は後期高齢者医療の保険料を納めていただ

きます。国民健康保険の保険料については、75歳になる月の前月までの分を計算してお知らせします。

40歳 65歳 75歳



後期高齢者医療制度へ移行した人がおられたら （令第29条の7② 他）

国保から後期高齢者医療制度へ移行された人で、後期高齢者医療制度の資格取得日以後も引き続き、国保の世帯主に

変更がない人（特定同一世帯所属者）がいる世帯については、国民健康保険料の負担軽減措置を設けています。

①保険料の法定減額の判定の際には、特定同一世帯所属者の人数・所得を含みます。

②後期高齢者医療制度に移行する人がいることで、国保の被保険者が一人となる世帯の保険料は、対象となってか

ら５カ年度は平等割額が２分の１軽減され、その後３カ年度は４分の１軽減されます。（介護分の平等割額は軽

減がありません）
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普通徴収

4月

届出窓口

届出に必要なもの

住所地の区役所・支所の国保の窓口

保険料の納期 （条例第17条）

口座振替や納付書で納付する人は、６月から翌年３月の計10回に分けて納めていただきます。年金からの特別徴収
（年金から引き去り）の人は、偶数月に計6回で納めていただきます。

特別徴収

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯

◯

◯

保険料は、前年の総所得金額等を基に計算しており、住民税額と同様に６月に確定します。

納期限は、月末です。ただし、その日が土曜日・日曜日または祝祭日にあたるときはその翌営業日になります。

なお、口座振替の振替日は毎月27日（休業日の場合は翌営業日）です。また残高不足により口座振替ができなかった場

合は翌月14日（休業日の場合は翌営業日）に再振替します。

納付方法 （法第76条の3）

（1）口座振替

保険料の納付は、「口座振替」が原則です。（規則第8条の2）

ご希望の金融機関の口座から、自動振替により保険料が納付できます。

●利用できる金融機関（P.12参照）

銀行、信用金庫、信用組合、農協等の金融機関のほか、ゆうちょ銀行の自動払込も利用できます。

●申込方法

①キャッシュカードによるお申し込み

住所地の区役所・支所の国保の窓口にある専用端末でキャッシュカードを読み込み、暗証番号を入力

してお申し込みできます。（届出印は不要）

口座振替は原則、申込月の翌月から開始になります。

※一部取扱いができない金融機関・キャッシュカードがあります。詳しくは住所地の区役所・支所の国保の窓口でお尋ねください

本人確認書類、口座振替を希望する金融機関のキャッシュカード、暗証番号

②口座振替依頼書によるお申し込み

金融機関の窓口または住所地の区役所・支所の国保の窓口に備え置いている「口座振替納付依頼書」

に必要事項を記入・押印のうえ申し込んでください。申し込みから、口座振替開始までに１～２カ月かかります。

届出窓口

届出に必要なもの

預金口座のある取扱金融機関、住所地の区役所・支所の国保の窓口

本人確認書類、通帳、通帳の届出印

③WEBによるお申し込み（楽天銀行のみ）

神戸市ホームページに掲載している申し込みページから申し込んでください。申し込みをした当月または次の月

より口座振替を開始します。
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③口座振替の取扱金融機関

神戸市の国民健康保険料は、下記の金融機関で口座振替を取り扱っています。（2026年４月１日現在）

※の金融機関は、キャッシュカードによるお申し込み（P.11参照）が可能です。

1．銀行（全国にある本・支店）

三井住友（※）、みずほ（※）、三菱UFJ（※）、りそな（※）、みなと（※）、池田泉州、但馬、

関西みらい、百十四、山陰合同、広島、四国、中国、伊予、SBI新生、山口、阿波、トマト、徳島大正

京都

2．信用金庫（兵庫県内及び大阪府内にある本・支店）

神戸（※）、兵庫（※）、日新（※）、淡路（※）、姫路（※）、播州（※）、尼崎（※）、

中兵庫（※）、大阪（※）、西兵庫

3．信用組合（神戸市内にある本・支店）

兵庫県（兵庫県内にある本・支店） 、淡陽（本店及び兵庫県内にある支店）、兵庫ひまわり、

大阪協栄、兵庫県医療、近畿産業

4．農協等

兵庫六甲農業協同組合（※）（本・支店）、近畿労働金庫（神戸市内にある本・支店）、

なぎさ信用漁業協同組合連合会（明石市内にある本・支店）

5．ゆうちょ銀行

全国のゆうちょ銀行（※）

ただし、次の人は特別徴収とはなりません。

・口座振替の手続きをしていて保険料に未納がない世帯（引き続き口座振替で納付していただきます）

・世帯主が年度途中で後期高齢者医療制度に加入する世帯（75歳到達の年度当初から普通徴収になります）

また、口座振替への変更を申し出ていただくことで、保険料の未納がない場合のみ特別徴収から口座振替に

変更することができます。希望される人は、住所地の区役所等の国保の窓口にご相談ください。

6．ネット銀行（WEBからの申し込みのみ）

楽天銀行

（2）年金からの特別徴収（年金からの引き去り）

次の①～④の全てに該当する人は、世帯主の年金からの特別徴収となります。申込手続は不要です。

①世帯主が国保に加入しており、国保加入者全員が65歳から74歳である場合

②４月１日現在、世帯主が年額18万円以上の公的年金を受給している場合

③世帯主の介護保険料が公的年金から特別徴収されている場合

④その年度の国民健康保険料と介護保険料の合計額が、公的年金受給額の２分の１を超えない世帯



●特別徴収による支払方法

特別徴収は、４月から翌年２月までに年６回、年金の支給月（偶数月）に行われます。

「仮徴収」･･･４月・６月・８月の年金から引き去り（原則として 8 月は仮徴収額の変更をします）

「本徴収」･･･10月・12月・２月の年金から引き去り

・新しく特別徴収となる人は、10月の「本徴収」から特別徴収が開始されます。

（６～９月は普通徴収（納付書）でお支払いいただきます）

・２月の時点で、特別徴収によりお支払いいただいている人は、翌年度４月・６月・８月に「仮徴収」が行われます。

「仮徴収」の金額は２月の特別徴収と同じ金額です。

・「仮徴収」の金額が、毎年６月に確定する年間保険料額と比較して過不足が生じる場合は、その年度の10月・

12月・２月に行われる「本徴収」で年間の保険料額となるように金額を調整します。
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［特別徴収を開始する年度］
保険料(年額) 確定

▼

4月

普通徴収

（保険料年額の半額）÷４の額

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ー

保険料の納付額の証明等

申請窓口

申請に必要なもの

住所地の区役所等の国保の窓口

本人確認書類、手数料（１賦課年度、１相当年度につき300円）

ー ● ● ● ● ◯ ー ◯ ー ◯ ー

特別徴収(本徴収)

（保険料年額の半額）÷３の額
＝ ＝

［前年から引き続き特別徴収をする年度］
保険料(年額) 確定

▼

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

◯ ー ◯ ー ◯ ー ◯ ー ◯ ー ◯ ー

特別徴収(仮徴収)

前年度の２月と同額

特別徴収(本徴収)

（保険料年額ー仮徴収合計額）÷３の額
＝ ＝

（3）納付書

口座振替を利用しない場合は、納付書でお支払いいただきます。納付書は、毎年６月に保険料のお知らせに同封して、

１ 年分（10枚）をお送りします。納付書に記載のある金融機関・ゆうちょ銀行・郵便局・コンビニエンスストア・スマ

ホアプリで納めてください。複数枚まとめてお支払いすることもできます。その場合は、納期限の早いものから順にお支

払いください。（納付書１枚の金額が30万円を超える場合や納付書にバーコードがない場合は、コンビニエンスストア・

スマホアプリでの納付はできません）

国民健康保険料の年間（１月１日～12月31日）の納付済額のお知らせを、確定申告の時期に合わせて翌年の１月末頃に
お送りしています。（「年間納付済額のお知らせ」）

国民健康保険料の年間納付済額は、確定申告・市県民税の申告・年末調整の際、社会保険料控除の対象となります。
なお、いずれの申告の場合も証明書の添付は求められていません。

また、融資手続き等の際に、金融機関等から国民健康保険料の納付証明の提出を求められることがありますが、この場
合は、住所地の区役所等に申請をすれば「国民健康保険料 納付証明書」の交付を受けることができます（手数料がかか
ります）。世帯主以外の方が来庁される場合は、委任状が必要です。
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国民健康保険料を滞納すると

保険料は、国保加入者の皆さんが医療機関にかかるときの医療費などに充てられる大切な財源ですので、納期限まで

に納めてください。

保険料を滞納すると、負担の公平性を保つため、法令に基づき、下記のような取扱いを受けることになりますので、

ご注意ください。

（1）督促状（条例第20条）

納期限を過ぎると、法令に基づき督促状を送付します。なお、納付誓約に基づき分割納付を履行している場合

でも、督促状は送付されます。

（2）延滞金（条例第21条）

納期限を過ぎた保険料の金額と日数に応じて延滞金がかかります。延滞金は、催告書を送付するときに、未納

保険料と確定延滞金の合計額で納付書を作成して送付します。

（3）催告

督促しても納付されない場合、電話催告（架電・SMS）や文書催告を行います。

また、滞納の状況等に応じて、差押え予告や勤務先への給与支払額調査等を行います。

（4）医療費の全額自己負担（法第54条の３）

特別な理由なく保険料を１年以上滞納している場合は、保険証を返していただき、代わりに資格確認書（特

別療養）または資格情報のお知らせ（特別療養）を交付します。

この場合、医療機関の窓口で医療費を一旦、全額負担することになります。支払った医療費は、住所地の区役

所・支所に後日申請をして、本来の自己負担額を除き、払い戻しを受けることになります（特別療養費）。ただ

し、払い戻しの額は未納保険料に充てられます。なお、医療の必要が生じ、医療機関での一時払い（10 割負

担）が困難な場合は、住所地の区役所等の国保の窓口にご相談ください。

（5）給付の差し止め（法第63条の２）

未納がある場合は、高額療養費の限度額適用認定証の交付が受けられません（69 歳以下の人）。

また、特別な理由がなく保険料を１年以上滞納している場合は、保険給付の全部または一部が差し止められま

す。差し止められた保険給付額は滞納保険料に充当されることがあります。

（6）滞納処分（差押え）（法第79条の２）

滞納の状況に応じて財産調査を行います。財産調査は、債権（預貯金、生命保険、給与、年金、売掛金、報酬

等）や不動産等について、金融機関等や勤務先、官公署等に調査します。

納付相談

滞納している保険料を一度に納付できないなど、納付が困難な場合は、滞納のまま放置せず、住所地の区役所等の

国保の窓口にご相談ください。

納付が困難な事情や生活状況等をお聞きして、保険料の減額・減免の要件に該当する場合は、手続きをご案内する

ほか、滞納額が増えないように、保険料の分割納付（納付誓約の締結）の相談をお受けします。

延滞金がかかります （条例第21条）

延滞金の額 ＝ 未納保険料 × 延滞金の割合 × 納期限の翌日から納付までの日数／ 365日

延滞金の割合は、納期限の翌日から１か月を経過するまでは2.8％で、それ以降は9.1％です。（2026年分）
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病院や診療所での診察や治療に伴う費用、薬剤または治療材料の費用などは、かかった費用のうち、自己負担割合分

を本人が医療機関等の窓口で支払い、国保が負担する割合（療養の給付割合）分を国保から医療機関等に支払います。

これを「療養の給付」といい、保険証等を医療機関に提示することで受けられます。

保険給付

自己負担割合 （法第42条、令第27条の2）

（1）69歳以下の人
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就学児童～69歳

加入者の自己負担割合（窓口での負担割合）

国保が負担する割合（療養の給付割合）

就学前児童

３割

７割

２割

８割

（2）70～74歳の人

一 般

加入者の自己負担割合（窓口での負担割合）

国保が負担する割合（療養の給付割合）

現役並み所得者※ 2

（基準収入額の適用者を除く）

２割

８割

３割

７割

※１ 70歳の誕生日が１日の人は誕生月から、それ以外の人は誕生月の翌月から適用となります

※２ 同じ世帯の70～74歳の国保加入者（「判定対象者」）のうち、１人でも住民税課税所得金額が145万円以上の人がいる世帯の人は、現役並み

所得者となります。ただし、基礎控除後の総所得金額等（雑損失の繰越控除を考慮しない）の合計額が210万円以下である場合は除く

高齢受給者証 （則第7条の4）

70～74歳の人の自己負担割合は、８月～翌年７月を単位
として前年の所得状況に基づき、判定します。毎年７月に
定期判定を行い、8 月以降使用するための新しい「高齢受給
者証」を７月下旬に郵送します。

また、70歳になる人には、70歳の誕生月の下旬（１日生
まれの人は誕生月の前月の下旬）に「高齢受給者証」を郵
送します。70歳の誕生月の翌月（１日生まれの人は誕生
月）から利用できます。

医療機関等の窓口にマイナ保険証または資格確認書と高
齢受給者証の両方を提示して、上記の２割（現役並み所得
者は３割負担）の自己負担割合で療養の給付を受けること
ができます。

診療年月 基準収入額適用の判定対象

2025年8月～2026年7月 2024年中の収入の合計

2023年8月～2024年7月 2022年中の収入の合計

2024年8月～2025年7月 2023年中の収入の合計



70～74歳の人のうち、現役並み所得者でも収入の合計が次の基準収入額に満たない人は、基準収入額適用申請を行い、自

己負担割合の再判定を受けることで２割の自己負担となります。神戸市で収入の確認ができた方は自動で２割の受給者証を

お送りしています。

基準収入額の適用申請（申請が必要です） （令第27条の2）

70歳以上の国保加入者で、本人の他に同じ世帯に70歳以上の国保加入者がいない場合
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住所地の区役所・支所の国保の窓口

神戸市の医療費助成制度
神戸市内にお住まいの人で、以下の受給資格を満たす人は助成制度の受給者となり、マイナ保険証または資格確認書

とあわせて受給者証を医療機関等に提示することで、医療費の助成を受けることができます。
それぞれの制度の条件・助成内容・申請手続等については、神戸市ホームページをご覧ください。
①高齢期移行者医療費助成･･･65～69歳で一定の条件を満たす人

②こども医療費助成･･･０～18歳（満18歳到達後の最初の３月31日）までのお子さまのいる人

③重度障害者医療費助成（高齢重度障害者医療費助成）･･･一定の重度障害をお持ちの人

④ひとり親家庭等医療費助成･･･ひとり親家庭等の親（原則、子が満18歳到達後の最初の３月31 日まで）

要 件 基準収入額

70歳以上の国保加入者で、本人の他に同じ世帯に70歳以上の国保加入者がいる場合

本人の収入が383万円以上の場合でも、同じ世帯に国保から後期高齢者医療制度へ移行した人

（特定同一世帯所属者）がいる場合

本人の収入の合計額が383万円

本人と左記の人の収入の合計額が520万円

本人と左記の人の収入の合計額が520万円

申請窓口

申請に必要なもの

本人確認書類、収入額が確認できる書類※（確定申告書の控え・源泉徴収票等）、マイナンバーが
わかるもの（P.1参照、以下同じ）
※世帯の70歳以上の国保加入者・特定同一世帯所属者の全員分が必要です。７月診療分以前の

申請は前々年分、８月以降の申請は前年分の収入が確認できる書類をお持ちください。

高額療養費（申請が必要です）（法第57条の2）

医療機関等の窓口で支払った一部負担金の額（保険診療による自己負担額）が、同じ月内で一定額を超えた場合に、
申請に基づき、その超えた金額を支給する制度です。

高額療養費は医療機関等の請求書が本市に届いてから支給可能となるため、約３～４カ月後の支給になります。なお、
医療機関の請求書は兵庫県国民健康保険団体連合会の審査後に減額となる場合があります。そのため、実際に窓口で支
払った一部負担金の額から算出した高額療養費と差が出る場合があります。

申請窓口

申請に必要なもの

住所地の区役所・支所の国保の窓口

本人確認書類、医療機関等に支払った領収書、振込先の金融機関・口座番号がわかるもの（世帯主名
義）

本市では、高額療養費の支給が見込まれる世帯の世帯主あてに、診療年月の約２カ月後の月末以降に申請書をお送りし
ています。

お知らせが届いた人は、返信用封筒も同封しておりますので、申請書に必要事項を記入し、返送してください。
また、お送りする申請書を返送いただくことで、記入された口座を受取口座として登録します。口座の変更・廃止等が

なければ、再度申請を行う必要はありません。

返信先

返信するもの

保険年金事務センター

高額療養費支給申請書

診療を受けた月の翌月１日から２年以内または申請のお知らせの到着から２年以内に申請してください。

申請窓口 住所地の区役所・支所の医療費助成の窓口（こども医療費助成はオンライン申請も可能）



限度額適用認定証 （則第27条の14の2）
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高額療養費の自己負担限度額 （令第29条の3）

70～74歳の人と69歳以下の人とでは自己負担限度額が異なります。
高額療養費の自己負担額は、１～７月診療分は前々年、８～12月診療分は前年の所得に基づいて区分判定しています。

● 70～74歳の人

次ページの所得区分が「現役並みⅢ」「一般」区分の人は、限度額適用認定証等は必要

ありません。

医療機関等の窓口に高齢受給者証を提示することで、次ページ記載の自己負担限度額ま

でとなります。

● 69歳以下の人

国民健康保険料に未納がある場合、限度額適用認定証を交付できません。

未納保険料のお支払いについては住所地の区役所・支所の国保の窓口にご相談ください。

● 郵送によるお手続きができる場合があります。詳しくは神戸市のホームページをご覧

ください。

一部負担金（自己負担額）の計算上の注意点

・月の初日から末日までの受診について計算します。

・医療機関ごとに計算します。

・同じ医療機関でも、入院・外来・歯科は別々に計算します。

・診療報酬明細書（レセプト）ごとに算定し、審査後の額で計算します。

・69歳以下の人は、21,000円以上の自己負担額があるものが合算の対象と

なります。なお、院外処方の場合、病院と薬局を1つの医療機関とみな

して計算します。

・保険診療外の費用（差額ベッド代等）や食費・居住費は、高額療養費

の算定に含めません。

・神戸市国保以外の健康保険制度（職場の健康保険制度・後期高齢者医

療制度等）の一部負担金との合算はできません。

オンライン資格確認を導入している医療機関では、「限度額適用認定証」の手続きは不要で
す。マイナンバーカード（健康保険証利用登録済のもの）または資格確認書を提示することで、
限度額適用（・標準負担額減額）認定証の交付申請をしなくても、窓口負担が自己負担限度額
までとなります。なお、必要な場合は、住所地の区役所・支所の国保の窓口で手続きできます。
原則、即日交付され、申請された月の1日から有効な証が発行されます。病院と院外処方の薬局
での支払いに際しては、それぞれで自己負担限度額までお支払いいただく必要があります。

申請窓口 保険年金事務センター（郵送）、住所地の区役所・支所の国保の窓口

申請に必要なもの 本人確認書類



（1）70～74歳の人

①個人ごとに、同じ月内の外来の一部負担金の合計が、個人単位の自己負担限度額を超えた場合

高額療養費＝（一部負担金として医療機関等に支払った額）－（下表の外来（個人）の自己負担限度額）

②世帯ごとに、同じ月内の外来の限度額適用後の負担額と入院の一部負担金の合計が、世帯単位の自己負担額を

超えた場合

高額療養費＝（一部負担金として医療機関等に支払った額）－（下表の入院（世帯）の自己負担限度額）
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現役並みⅢ

※１ 課税所得とは、収入から公的年金等控除、必要経費、基礎控除、給与所得控除等の地方税法上の控除金額（扶養控除廃止に伴う調整控除を含

む）を差し引いた後の額のことです

※２ 一般区分は「現役並みⅢ・Ⅱ・Ⅰ」または「低所得Ⅱ・Ⅰ」以外の人です

※３ 低所得Ⅱ区分は世帯主（擬制世帯主を含む）及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯の人です

※４ 低所得Ⅰ区分は「低所得Ⅱ」の条件に加えて、世帯主（擬制世帯主を含む）及び国保加入者全員の各所得（各種収入金額から必要経費相当額

を引いた額（公的年金等収入の場合は、収入額から80.67万円を引いた額））が０円の人です。また、各所得に給与所得が含まれている場合は、

給与所得の金額から10万円を控除した上で判定します（2021年8月より）

※５ ４回目以降の区分は、診療を受けた月の前11カ月以内に、３回以上高額療養費（外来のみで該当した月は除く）の支給対象となっている場合

の自己負担限度額です

※６ 高額療養費支給後になお残る外来の自己負担額の1年間（８月１日～翌年７月31日）の合計の上限額です

所得区分

■自己負担限度額（月額）

外来のみ
（個人単位） 入院含む（世帯単位）

現役並みⅡ

現役並みⅠ

課税所得※ 1

690 万以上

課税所得※ 1

380 万以上690 万未満

課税所得※ 1

145 万以上380 万未満

252,600 円+（総医療費-842,000 円）× 1％
〈4 回目以降※ 5：140,100 円〉

167,400 円+（総医療費-558,000 円）× 1％
〈4 回目以降※ 5：93,000 円〉

80,100 円+（総医療費-267,000 円）× 1％
〈4 回目以降※ 5：44,400 円〉

一般 ※ 2

低所得Ⅱ ※ 3

低所得Ⅰ※ 4

18,000 円
年間限度額※ 6

144,000 円

8,000円

8,000円

57,600 円

〈4 回目以降※ 5：44,400 円〉

24,600円

15,000円

（2）69歳以下の人

①個人ごとに同じ月内に、同じ医療機関で受けた療養の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合

高額療養費＝（一部負担金として医療機関等に支払った額）－（下表の各世帯の自己負担限度額）

②同じ世帯の方が同じ月内に、1 つの医療機関での一部負担金の累計が21,000円を超えるものが２つ以上あり、

その合計額が自己負担限度額を超えた場合

高額療養費＝（一部負担金として医療機関等に支払った額）－（下表の各世帯の自己負担限度額）
■自己負担限度額（月額）

所得区分 3 回目まで 4 回目以降※2

基礎控除後所得※ 1

901万円超

基礎控除後所得※ 1

600万円超901万円以下

基礎控除後所得※ 1

210万円超600万円以下

基礎控除後所得※ 1

210万円以下

市民税非課税世帯

市
民
税
課
税
世
帯

ア

イ

ウ

エ

オ

252,600円＋（総医療費－ 842,000円）× 1％
〈4回目以降※ 2：140,100円〉

167,400円＋（総医療費－ 558,000円）× 1％
〈4回目以降※ 2：93,000円〉

80,100円＋（総医療費－ 267,000円）× 1％
〈4回目以降※ 2：44,400円〉11

57,600円
〈4回目以降※ 2：44,400円〉

35,400円
〈4回目以降※ 2：24,600円〉

※１ 基礎控除後所得とは、国保加入者（擬制世帯主を除く）それぞれの給与所得・事業所得・不動産所得・利子所得・総合課税の配当

所得・年金所得等を含む雑所得などの「総所得金額」と「山林所得」及び上場株式等に係る配当所得等の金額などの「分離課税の

所得金額」の合計から、次の基礎控除額を差し引いた額の合計です。

合計所得金額2,400万円以下→基礎控除額430,000円 合計所得金額2,400万円超2,450万円以下→基礎控除額290,000円

合計所得金額2,450万円超2,500万円以下→基礎控除額150,000円 合計所得金額2,500万円超→基礎控除額０円

※２ ４回目以降の区分は、診療を受けた月の前11カ月以内に、3回以上高額療養費の支給対象となっている場合の自己負担限度額です

市民税の申告をしていない人がいる世帯は、自己負担限度額が正しく判定されないことがありますので、

ご注意ください。（P.10「所得の申告が必要です」参照）



なお、2018年４月以降の多数該当（４回目以降）の判定は、兵庫県内で市町村間の住所異動があった場合、
世帯の継続性が認められるときは、前住所地での回数を通算します。
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特定疾病療養受療証（申請が必要です） （令第29条の2⑧）

（3）70～74歳の人と69歳以下の人が同じ世帯にいる場合

①最初に、70～74歳の人について、個人ごとに（１）の表中の外来（個人）の項の自己負担限度額を適用して

計算を行います。

②次に、70～74歳の人が①の計算後なお負担している額の合計について、（１）の表の入院（世帯）の項の

自己負担限度を適用して計算を行います。

③ 69歳以下の人で自己負担額が21,000円以上の人がいる場合、その69歳以下の人の自己負担額（21,000円以上）

と、②の計算後の70～74歳の人がなお負担している額（（１）の表の限度額までの額）を加え、（２）の表

の自己負担限度額を適用して計算を行います。

月の途中で後期高齢者医療制度に移行した場合の特例
75歳になり後期高齢者医療制度に移行した月は、誕生日前の医療保険（国保）と誕生日後の後期高齢者医療制度

における自己負担限度額（個人分）が、それぞれ本来額の２分の１になります。
また、今まで職場の健康保険に加入していた人が75歳になり、後期高齢者医療制度に移行することに伴って、そ

の被扶養者の人が国保に加入することになった場合についても、被扶養者のその月の自己負担額（個人分）が、本
来額の２分の１になります。

ただし、次のような場合は特例対象外になります。
・月初めの１日付で75歳に到達した場合
・障害認定により、後期高齢者医療制度に加入した場合

非自発的失業者がいる世帯の所得区分について（初年度は申請が必要です）
非自発的失業者がいる世帯では、負担区分を判定する際に特別な算定をします。対象となる期間は、離職日の翌

日が属する月の診療分から翌々年度７月末までです。
［算定方法］

非自発的失業者に該当する人の給与所得を30/100として、再度所得区分の判定を行います。また、この場合に世
帯全員の所得の合計額が次の基準額以下に該当するときは非課税世帯（P.18の所得区分オ）となります。
【令和８年３月まで】

43万円＋56万円×（国保加入人数＋特定同一世帯所属者数※）+ 10万円×（給与所得者等の数-１）

【令和８年４月より】

43万円＋57万円×（国保加入人数＋特定同一世帯所属者数※）+ 10万円×（給与所得者等の数-１）

人工透析を受けている慢性腎不全の人・血友病の人・血液製剤の投与に起因するＨＩＶの人

上記３つの疾病のみ対象です。

「特定疾病療養受療証」を医療機関等に提示すると、該当する疾病の治療費（保険診療分）が、入院・外来ごと医

療機関ごとに１カ月10,000円までの自己負担となります。ただし、P.18の所得区分ア・イに該当する人で69歳以下の

人の人工透析は１カ月に20,000円までとなります。

申請窓口

申請に必要なもの

住所地の区役所・支所の国保の窓口

本人確認書類、特定疾病の事実を証明する書類（医師の意見書等）、マイナンバーがわかるもの



医療保険と介護保険のそれぞれに自己負担額がある世帯を対象に、毎年８月１日からその翌年７月31日までの１年間の

両方の自己負担額を合算して下表の限度額を超えた場合、申請に基づき、高額介護合算療養費を支給します。なお、支給

額が500円を超えた場合に限り支給します。

該当している世帯には申請のお知らせをお送りします。

計算期間内に他の市町村から転入された人や他の医療保険から国保に移られた人は、前加入の医療保険（介護保険）の

保険者が発行する自己負担額証明書が必要です。
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現役並みⅢ

※1～※4の区分についてはP.18をご覧ください

※低所得Ⅰで介護保険の受給者が複数いる場合は、医療保険での支給額を計算後、介護保険での支給額を低所得Ⅱの限度額を用いて再計算します

所得区分

① 70～74歳の人のみの世帯

現役並みⅡ

現役並みⅠ

課税所得※ 1

690万以上

課税所得※ 1

380万以上690万未満

課税所得※ 1

145万以上380万未満

一般 ※ 2

低所得Ⅱ ※ 3

低所得Ⅰ※ 4

212万円

（1）計算対象となる医療保険の自己負担額

保険診療の適用となる自己負担額が対象となります。なお、高額療養費（付加

給付含む）の支給を受けることができる場合は、高額療養費を控除した額となり

ます。また、69歳以下の人の自己負担額は、各月の各医療機関等（入院・外来は

別）の単位で窓口負担額が21,000円以上の場合、合算対象となります。

［対象外の例］差額ベッド代、入院時の食費・居住費、健康診査の費用、

予防接種の費用等

（2）計算対象となる介護保険の自己負担額

介護保険の適用となる利用者負担額が対象となります。なお、高額介護（予防）サービス費の支給を受けることが

できる場合は、高額介護（予防）サービス費を控除した額となります。

［対象外の例］限度額を超える自己負担分、住宅改修費、入所時等の食費・居住費等

基礎控除後所得※ 1

901万円超

基礎控除後所得※ 1

600万円超901万円以下

基礎控除後所得※ 1

210万円超600万円以下

基礎控除後所得※ 1

210万円以下

市民税非課税世帯

市
民
税
課
税
世
帯

ア

イ

ウ

エ

オ

高額介護合算療養費（申請が必要です） （法第57条の3）

自己負担限度額
（年額） 所得区分 自己負担限度額

（年額）

141万円

67万円

56万円

31万円

19万円

212万円

141万円

67万円

60万円

34万円

申請時期

申請窓口

申請に必要なもの

世帯主あてに申請をお知らせする通知をお送りします。
※基準日（７月31日）の翌日から２年以内に申請してください

住所地の区役所・支所の国保の窓口

本人確認書類、振込先の金融機関・口座番号のわかるもの（世帯主名義）、
自己負担額証明書（他の市町村・他の医療保険から移られた人）

②69歳以下の人がいる世帯
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入院時食事療養費・入院時生活療養費（申請が必要です） （法第52条・第52条の2）

入院時の食事については、下表の自己負担額を患者が負担し、残りを「入院時食事療養費」として国保が負担します。
ただし、65～74歳の人で療養病床に入院した場合は、食事代・居住費（光熱水費）について、下表の自己負担額を患者
が負担し、残りを「入院時生活療養費」として国保が負担します。

該当する方は、申請をして「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」の交付を受けて、
医療機関に提示してください。

（1）69歳以下（70歳の誕生日の前日の属する月の末日まで）：入院医療の必要性の高い患者の場合

申請窓口

申請に必要なもの

住所地の区役所・支所の国保の窓口

本人確認書類、前住所地の住民税非課税証明書（他の市町村から転入された人）
領収書（入院日数が90日を超えている場合は入院日数がわかるもの）

食事代の自己負担額 居住費の自己負担額（65 歳以上療養病床に入院）

550円／食※ 1

270円／食

220円／食

一般

市民税非課税世帯等

⾧期※ 2

食事代：550円／食 居住費：430円／日

食事代：270円／食
居住費：430円／日

※１ 小児慢性特定疾病患者及び指定難病患者は300円／食

※２ ⾧期とは、直近1年間の入院日数が通算で90日を超えた場合

（2）70歳（70歳の誕生日の前日の属する月の翌月以降）～ 74歳：入院医療の必要性の高い患者の場合

一般

市民税
非課税
世帯等

区分Ⅱ※ 2

区分Ⅱ(⾧期)※ 3

区分Ⅰ※ 4

550円／食※ 1

270円／食

220 円／食

130円／食

食事代：550 円／食

食事代：270 円／食

食事代：130円／食

居住費：430 円／日

居住費：430円／日

居住費：430円／日

食事代の自己負担額(一般病棟) 居住費の自己負担額（65 歳以上療養病床に入院）

※１ 指定難病患者は330円／食 ※２ 区分Ⅱは、住民税非課税世帯等に属する人のうち区分Ⅰ以外の人

※３ 区分Ⅱ（⾧期）は、区分Ⅱの人が過去1年間の入院日数が通算で90日を超えた場合

※４ 区分Ⅰは、「区分Ⅱ」の条件に加えて、世帯主（擬制世帯主を含む）及び国保加入者全員の各所得（各種収入金額から必要経費相当額を引いた額

（公的年金等収入の場合は、収入額から80万円を引いた額））が０円の人です。また、各所得に給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から

10万円を控除した上で判定します

●療養病床に入院している人でも、指定難病患者の人は、生活療養標準負担額が食事療養標準負担額と同額となります。

ただし、指定難病以外の人には430円／日の居住費が必要になります。

●標準負担額は、高額療養費を算定する場合の自己負担額には含まれません。

●減額認定を受けた後に入院日数が90日を超えたときは、再度申請をして「⾧期該当」の認定を受ける必要があります。

（入院日数がわかる領収書等が必要になります）

●やむを得ず減額認定証の交付を受けられなかった、医療機関に提出できなかった等の理由により、一般の標準負担額を

支払った場合、申請に基づき差額を支給します。（本人確認書類、領収書、振込先の金融機関・口座番号がわかるもの

（世帯主名義）が必要になります。）

訪問看護療養費（申請は必要ありません）（法第54条の2）

難病患者や末期のがん患者など、在宅で継続して療養を必要とすると認められた人が、医師の指示のもとで訪問看護

ステーションを利用した場合、一部負担金を支払うだけで残りを「訪問看護療養費」として国保が負担します。 ただ

し、オムツ代等は自己負担になります。（要介護認定者は介護保険から給付される場合があります）

食事代：220円／食

食事代：220円／食



次のような場合で、国保に加入している人が医療費等の全額を支払ったときは、申請に基づき、療養の給付割合に

応じて7 ～ 8 割相当額を支給します。
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急病等やむを得ない事情で、
保険証を出さずに治療を受けて、
医療費の全額を支払った場合

1

療養費（申請が必要です）（法第54条・則第27条）

申請窓口

申請窓口

申請に必要なもの

行政事務センター（郵送）、住所地の区役所・支所の国保の窓口

医師の意見書（移送を必要と認めた理由、移送経路、移送方法及び移送年月日が記載されたもの）、
移送費用の領収明細書、本人確認書類、振込先金融機関・口座番号がわかるもの（世帯主名義）

療養費が支給される場合 申請に必要なもの

2

3

4

5

6

医師の指示で、コルセットなど
の治療用装具を作った場合
（日常生活用装具を除く）

柔道整復師の施術を受けた場合
（骨折や脱臼については医師の
同意が必要）

医師の同意を得て、はり・きゅ
う・マッサージ師の施術を受け
た場合（支給要件に該当する疾
病に限る）

輸血に生血を使った場合

急病などにより、海外で診療を
受けたとき
（治療目的での就航及び日本国
内で保険適用とならない医療行
為を除く）

診療報酬明細書（レセプト）、支払った費用の領収書、本人確認書類、振込先の金融機
関・口座番号がわかるもの（世帯主名義）

医師の意見書、装着証明書、代金の領収書、本人確認書類、
振込先の金融機関・口座番号がわかるもの（世帯主名義）、
靴型装具を作成した場合は被保険者が装着していることが分かる写真

施術所（師）が発行する施術内容の分かる明細書、施術費の領収書、本人確認書類、振込
先の金融機関・口座番号がわかるもの（世帯主名義）、骨折・脱臼の場合は医師の同意書、
（申請書の申請欄を代筆する場合は被保険者の押印）

施術所（師）が発行する療養費支給申請書、施術費の領収書、医師の同意書、
本人確認書類、振込先の金融機関・口座番号がわかるもの（世帯主名義）、
（申請書の申請欄を代筆する場合は被保険者の押印）

医師の輸血証明書、生血の代金の領収書、本人確認書類、
振込先の金融機関・口座番号がわかるもの（世帯主名義）

診療報酬明細書、領収明細書［様式は市のホームページからダウンロードすることができます。
外国語の場合には翻訳文（翻訳者の住所・氏名の記載のあるもの）を添付してください。］、
海外の医療機関等に対して照会を行うことの同意書、海外療養費確認表、医療費の領収書、パ
スポート（原本）、本人確認書類、振込先の金融機関・口座番号がわかるもの（世帯主名義）

住所地の区役所・支所の国保の窓口

疾病または負傷により移動困難な人が、緊急その他やむを得ない理由により、医師の指示で転院をしたり、急病等で
入院をする場合に寝台車を利用したときは、申請に基づき、その費用のうち、審査で認められた金額を支給します。

移送費（申請が必要です）（法第54条の4）

●医療機関等に療養費を支払った日の翌日から２年以内に申請してください。

●申請から支給まで２～３カ月ほどかかります。（内容審査が⾧引いた場合、それ以上かかることもあります）

●柔道整復師による疲労回復や疾病予防の施術は支給対象外となります。

●柔道整復師の施術またははり・きゅう・マッサージ師の施術にかかる療養費支給申請については、本市の点検業務委託業者より施術部位・内容等の

照会をすることがあります。

●海外療養費の支給額は、国内の医療機関で同様の疾病等について保険給付を受けた場合を標準として算定されるため、実際に支払った金額との間に

大きな差が生じる場合があります。

●申請者の状況によっては、上記以外に別途書類が必要になることがあります。

●移送した事業者等に費用を支払った日の翌日から２年以内に申請してください。

●上記１と２の場合のみ、郵送によるお手続きができます。詳しくは神戸市のホームページをご覧ください。
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出産育児一時金（申請が必要です）（条例第9条・規則第7条他）

国保加入者が出産した場合、出産育児一時金を医療機関等への直接支払または

窓口受付により支給します。支給金額は、出生児１児につき488,000円（産科医療

補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は500,000円）です（妊娠85日

以上であれば流産・死産の場合にも支給されます）。

なお、職場の健康保険に加入していた期間が１年以上あり、会社等を退職して

６カ月以内に出産した場合には、職場の健康保険から支給を受けて下さい。国保

と重複しての受給はできません。

申請窓口

申請に必要なもの

保険年金事務センター（郵送）、住所地の区役所・支所の国保の窓口

本人確認書類、母子手帳または出生届（死産・流産の場合は医師の証明書）、
直接支払制度の医療機関等の合意文書または直接支払制度を利用していないことを証する書類の写し、
医療機関等が発行した領収書（産科医療補償制度加入機関の印の入ったもの）、
振込先金融機関・口座番号がわかるもの（世帯主名義）
※死産・流産の場合の必要書類は、事前にお問い合わせください

●出産日の翌日から２年以内に申請してください。

●海外で出産された場合、上記に加えて、出生証明書（外国語の場合には翻訳文（翻訳者の住所・氏名の記載のある

もの））、海外の医療機関等に対して照会を行うことの同意書、パスポート（原本）等が必要になります。

（1）直接支払
出産に必要な費用を、国保が直接医療機関等に支払う「出産育児一時金直接支払制度」を利用して、医療機関等

での窓口負担を減らすことができます。なお、直接支払制度を利用できない施設もあります。
分娩する医療機関等の窓口にてマイナ保険証または資格確認書を提示して、医療機関等と代理契約を結んでくだ

さい。出産費用が一時金の額を下回った場合は、申請のお知らせをお送りします。
（2）窓口受付（窓口への申請に基づく口座振込）

直接支払制度を利用しなかった場合（郵送でお手続ができる場合もあります）や、直接支払制度を利用して出産
費用が支給金額を下回り差額支給を受ける場合は、住所地の区役所・支所の国保の窓口へ申請してください。

葬祭費（申請が必要です）（条例第10条・規則第8条）

国保加入者が死亡した場合、申請に基づき、葬祭を行った人（喪主）に葬祭費として50,000円を支給します。
なお、職場の健康保険等に加入していた人（被扶養者を除く）が資格を喪失してから３カ月以内の死亡で、職場の

健康保険から葬祭費に相当する給付を受ける場合は、国保の葬祭費は受給できません。

申請窓口

申請に必要なもの

保険年金事務センター（郵送）、住所地の区役所・支所の国保の窓口

死亡した人の本人確認書類、死亡の事実が確認できるもの（死亡診断書等）、
申請者（喪主）の本人確認書類、誓約書、葬祭を行ったことがわかるもの
（喪主のフルネームが載った葬祭費用の領収書、会葬御礼のはがき等）、振
込先金融機関・口座番号がわかるもの（申請者の名義）

●葬祭を行った日の翌日から２年以内に申請してください。

●郵送でお手続ができる場合があります。詳しくは神戸市のホームページをご覧ください。



失業や災害などで収入が減り、一部負担金（医療機関等での窓口負担額）の支払いが一時的に困難なときは、その収入に応

じて、申請日以降３カ月以内の期間で一部負担金を免除、減額または徴収猶予する制度があります。次の特別の理由のいずれ

かの場合で、収入の基準に該当し（生活保護基準で算定）、活用できる資産・能力がないことが条件です。

なお、一部負担金の減免を受けるためには、医療費の見込額等の医師の意見の記入や生活状況申告書、給与証明書等の証明

書類を用意のうえ、事前に申請する必要があります。詳しくは、住所地の区役所・支所の国保の窓口にご相談ください。
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1

一部負担金の減免（申請が必要です）（法第44条）

申請窓口

特別な

理由

申請に必要なもの
第三者行為による傷病届（※届出には、自動車安全運転センター発行の交通事故証明書及び
事故発生状況報告書・同意書・誓約書等の添付書類が必要になります。詳しくはお問い合せく
ださい）、本人確認書類

2

3

4

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者になり、または資産に重大な損害を
受けたとき

住所地の区役所・支所の国保の窓口

交通事故や傷害事件など第三者（加害者）から受けた不法行為によるケガは、加害者が被害者の治療費を全額負担す

るのが原則ですが、国保で治療を受けることもできます。

この場合、過失の有無にかかわらず「第三者行為による傷病届」の提出が義務付けられています。

国保で治療したときは、加害者が負担すべき治療費を国保が一時的に立て替えて医療機関等に支払い、後日加害者に

請求をして返してもらうことになります。この届出がないと、国保から治療費の請求が出来なくなりますので、必ず住

所地の区役所・支所の国保の窓口に届け出てください。

なお、国保が適用されるのは、業務外によるけがや病気の場合です。業務中や通勤途中の事故の場合等は、労災保険

の対象となり、国保を使っての受診は出来ませんので、ご注意ください。

交通事故等の第三者による加害行為にあった場合（届出が必要です）（法第64条・則第32条の6）

●届出の様式は神戸市のホームページ

収入の

基準

干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により、収入が著しく
減少したとき

事業の休廃止または失業により、収入が著しく減少したとき

その他区⾧において必要と認めたとき

免除

減額

徴収
猶予

当該世帯の実収月額（基準月の前３カ月間の平均月収額を基に生活保護基準に準じて算定した額、以下
同じ）が、生活保護法に規定する基準生活費×1.155/1.000の115％以下のとき

当該世帯の実収月額が、生活保護法に規定する基準生活費×1.155/1.000の115％を超え、130％以下の
とき

当該世帯の実収月額が、生活保護法に規定する基準生活費×1.155/1.000の130％の額と一部負担金所要
見込額を合算した額以下のとき

「第三者行為」に該当するのは次のような事例です

●交通事故（バイクや自転車によるものも含む）

●他人のペットなどによる噛みつき

●不当な暴力や傷害行為

からダウンロードすることができます。

●加害者と示談する前に必ず住所地の区役所・支所の国保の窓口にご相談ください。

●スキーやスノーボードなどでの接触事故

●他者所有の建物での設備の欠陥などによる事故

●購入食品や飲食店などでの食中毒
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神戸市国保を喪失した後等に神戸市国保を使用した場合（給付費返還金）（法第65条・民法第703条）

国保に加入していた人が、何らかの理由（社会保険に加入する等）により資格喪失したにもかかわらず、脱退手続

き（P.1参照）をせずに神戸市国保を使用して医療機関の診療等を受けた場合は、国保が負担した医療費の全額を返還

してもらう事になります。

これは、新たに加入した医療保険（職場の健康保険・共済組合・他市の国民健康保険等）で負担すべき医療費を神

戸市国保が負担しているためです。国民健康保険の脱退手続きから概ね２カ月程度で神戸市から下記の送付文書等が

送付されますので、医療費を返還してください。なお、市からの送付文書等は、医療機関等から市への請求時期によ

り遅れる場合がありますのでご注意ください。

（1）送付する文書等

①国民健康保険給付費返還金返還通知書

②納入通知書兼領収書

（2）納入方法

お送りした②納入通知書兼領収書に記載されている金融機関で納付してください。

なお、金融機関で納付した後の領収書は次の手続きに必ず必要になりますので、紛失しないようご注意ください。

（3）納入後の手続き

金融機関からの収納通知（下図ア）によって市で納入が確認できましたら「診療報酬明細書の写し」をお送りし

ます（下図イ）。受診時に加入していた医療保険者に療養費の支給申請（下図ウ）をしますと、この金額※が療養

費として返還されます（下図エ）。

なお、申請時には次のものが必要になります。

納入時に金融機関から押印して返される「納入通知書兼領収書」

診療報酬明細書の写し（「開けないでください」と書かれた封筒内に在中）

その他（申請先の医療保険者が必要とする書類）

※事由や時効により、給付対象外になる場合があります。申請方法等について詳しくは受診時に加入していた医療保険者へご確認ください

●給付費返還金の納付が困難な人は、本市国民健康保険と本来の加入資格を有する医療保険との間で、調整が可能と

なる場合があります。

詳しくは住所地の区役所等へお問い合わせください。

住所地の

区役所等

（3）（ア）収納通知

（1） ①国民健康保険給付費
返還金返還通知書 を送付

②納入通知書兼領収書

（3）（イ）診療報酬明細書の写しを
送付

（2）納入通知書兼領収書に記載
されている金額を金融機関
で納付

（3） 金融機関から押印して返
される「納入通知書兼領収
書」（療養費の受給申請に
必要となりますので大切に
保管してください）

元被保険者

金融機関

（3）（エ）療養費の返還 （3）（ウ）
◎をもって療養費の支給申請

新たに加入した医療保険

図の矢印に記載された数字等は上記説明文に対応

しています。



5
糖尿病や高血圧などの生活習慣病の早期発見・予防のため、当年度40歳～74歳の国保加入者を対象に「特定健康診査

（以下「特定健診」といいます）」を実施しています。

この特定健診は、メタボリックシンドロームに着目した健診です。食べ過ぎや運動不足等で内臓脂肪が過剰に蓄積する

と血糖の上昇、脂質の代謝異常、高血圧を引き起こします。その結果、動脈硬化の進行、脳血管疾患や心疾患、糖尿病合

併症等の発症リスクが高くなります。特定健診を受けて生活習慣病を早期に発見し、重症化を予防しましょう。

また、特定健診の結果、生活習慣の改善が必要な人に「特定保健指導」を実施しています。

特定健康診査と特定保健指導
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質問項目
（問診）

特定健診の対象者

●対象者 ：神戸市国保に加入中で当年度40～74歳の方

●実施回数：１年度に１回

●費用 ：無料

対象者には受診券を交付します。

特
定
健
診
と
保
健
指
導

身体計測

血圧測定

血液検査

尿検査

特

定

健

診

結果に
基づき

異常なし

生活習慣の改善が
必要な人

（要指導）

治療が必要な人
（要受診）

結
果
通
知
（
面
接
等
）

特定保健指導

動機付け支援

積極的支援

医療機関の
受診を勧奨

健診・保健指導、がん検診についてのお問い合わせ：神戸市けんしん案内センター（電話 078-262-1163）

利用者負担額

【健康診査】 【保健指導】

個別健診（医療機関）

集団健診（健診会場）

40 ～ 64 歳 30歳、65～74歳

一般世帯

無料

無料

非課税世帯

無料

無料

一般世帯

無料

無料

非課税世帯

無料

無料
無料

※４月２日以降に神戸市国保に加入された方には、お申出に基づき随時受診券を交付します。

上記の神戸市けんしん案内センターにお申し込みください。

※一部の医療機関での受診は集団健診扱いとなります。

無料

健康管理のため

健診をうけよう!!



【基本的な健診項目】

健診項目

問診

特
定
健
診
と
保
健
指
導

神戸市では、特定健診を受診し希望する方に、翌年度に使える大腸がん検診の無料受診キットまたは、はり・きゅう・

マッサージ施術割引券をプレゼントしています。また、抽選で約1,000名の方に「こうべ旬菜」などの神戸産農産物をプ

レゼントいたします。(農産物配送日はプレゼント発送時にお知らせいたします。)

●対象者：40～69歳の国保加入者

※当年度40歳と70歳以上の人には、別制度により大腸がん検診の無料受診券、はり・きゅう・マッサー

ジ施術割引券が受けられるためプレゼントの対象外としています。

●応募方法：特定健診を受診後、応募ハガキ(特定健診受診券に同封)またはWEBにて必要事項を記入のうえ、お申

込みください。応募年の12月末までに申込みされた方へのプレゼント発送は翌年４月頃、最終申込期

限の応募翌年の４月当初までに申込みされた方へのプレゼント発送は翌年７月頃です。

診察

身体測定

血圧測定

血中脂質検査

既往歴、生活習慣等

医師との面談

身⾧、体重、BMI、腹囲

収縮期血圧、拡張期血圧

中性脂肪､HDL コレステロール､
LDL コレステロール

肝機能検査

血糖検査

腎機能検査

尿酸検査

尿検査

AST（GDT）、ALT（GPT）、
γ‐GT（γ‐GTP）

空腹時血糖、HbA1c

血清クレアチニン、eGFR

尿酸

尿糖、尿蛋白、尿潜血

【詳細な健診項目】

健診結果等が一定の基準に該当し、医師が必要と判断した場合に検査することがあります。

●項 目：心電図検査、眼底検査、貧血検査

特定健診を受診した人へのインセンティブ付与事業

生活習慣病は、食生活の乱れ、運動不足、喫煙等の生活習慣の積み重ねが原因となって発症します。自覚症状が出に

くいため、健診を受けて早期に発見し、早い段階で生活習慣を改善することが大切です。

また、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病は、日本人の死因の半数以上、医療費の約３割を占め、年々増加する医療費

は国保財政や保険料の額にも影響を及ぼしています。国保加入者１人ひとりが生活習慣病予防に取り組むことが大切で

す。

神戸市では、人工透析の原因となる慢性腎臓病（CKD）や糖尿病性腎症の予防を図っています。健診の結果、腎機能

低下のリスクがあるにも関わらず医療機関を未受診の方、また、糖尿病で受診が必要であるにも関わらず治療を受けて

いない方、治療が中断している方に対して受診勧奨や健康相談を行っています。

血

液

検

査

生活習慣病予防に取り組みましょう

重症化予防対策 （人工透析の予防）

27



6
神戸市では、神戸市民の自主的な健康づくりを支援する健康創造都市KOBE を推進しています。また、国民健康保険

の特定健診やレセプト情報から国保加入者の健康課題を分析したデータヘルス計画を作成し、PDCA サイクルに沿って

保健事業を効果的かつ効率的に実施しています。

※ PDCA サイクル：Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）の4 段階を繰り返すことで、事業

を継続的に改善することをいいます

令和元年度は、国保加入者の健康づくりを積極的に支援するため、新たに以下の事業を実施します。

保健事業

28

ICTを活用した保健指導の推進

健診名

保
健
事
業

神戸市健康診査

神戸市民の自主的な健康づくりを支援するため、健康診断の結果などの健康情報、歩数や食事などの生活情報を

見える化させ、管理することができる健康アプリ「MY CONDITION KOBE」を提供しています。国保加入者のうち

特定保健指導対象となった方は、健康アプリに登録するとICT を活用した保健指導（遠隔面談等）の利用が可能です。

健診・保健指導、がん検診についてのお問い合わせ：神戸市けんしん案内センター（電話 078-262-1163）

その他の健康診査

神戸市民向けの健康診査・がん検診は次のとおりです。国保加入者も、対象者の要件を満たしていれば、健診等を

受けていただけます。積極的にご利用ください。

対象者 受診方法（場所） 料金

40 歳総合健診

胃がん
エックス線

内視鏡

肺がん検診

子宮頸がん検診

乳がん検診

大腸がん検診

前立腺がん検診

肝炎ウイルス検査

骨粗しょう症検診

歯周病検診

神戸市歯科健康診査

後期高齢者（75 歳）
歯科健診

当年度 39 歳以下で他で健診機会が無く、生活習慣病の
治療中でない人及び40 歳以上の生活保護受給者等の人

満 40 歳を迎える全市民

当年度に 20 歳以上の偶数歳の誕生日を迎える女性

当年度に40 歳以上の偶数歳の誕生日を迎える女性

40 歳以上

50 歳以上の男性

当年度 40 歳以上で一度も肝炎ウイルス検査を受診し
たことがない人

満40 歳以上の男性、満18 歳以上の女性

35 歳、41 歳以上

①妊婦

②50歳（当該年度に51歳を迎える人）

③60歳（当該年度に61歳を迎える人）

75 歳の後期高齢者医療加入の人
（当該年度に76 歳を迎える人）

40 歳以上

当年度に 50 歳以上の偶数歳の誕生日を迎える人

40 歳以上

満 20 歳以上で、肝炎ウイルス検査を一度も受けた
ことのない人

拠点会場（集団）

無料

各種がん検診及び歯周病検診
の受診場所に準ずる

地域巡回

指定医療機関

指定医療機関

指定医療機関

地域巡回

指定医療機関

拠点会場（集団）：単独受診
不可
郵送受付：10 ～ 2 月のみ

拠点会場（集団）
＊単独受診可

B 型抗原
拠点会場（集団）
＊健康診査同時受診要予約
＊全日程単独受診可

指定医療機関
＊指定医療機関へ直接申込

拠点会場（集団）＊単独受診可

各区保健福祉部

実施医療機関

実施医療機関

無料

無料（受診券必要）

600 円

2,000 円

1,000 円

1,700 円

40 歳代 2,000 円
50 歳以上 1,500 円

500 円

集団健診と同時1,000 円
単独受診1,500 円

C 型抗原

無料

無料

無料

1,000 円

健診名

保
健
事
業

神戸市健康診査

健診・保健指導、がん検診についてのお問い合わせ：神戸市けんしん案内センター（電話 078-262-1163）

その他の健康診査 等

神戸市民向けの健康診査・がん検診等は次のとおりです。国保加入者も、対象者の要件を満たしていれば、健診等を

受けていただけます。積極的にご利用ください。

対象者 受診方法（場所） 料金

40歳総合健診

胃がん
バリウム検査

内視鏡

肺がん検診

子宮頸がん検診

乳がん検診

大腸がん検診

前立腺がん検診

肝炎ウイルス検査

骨粗しょう症検診

当年度39歳以下で他で健診機会が無く、生活習慣病の
治療中でない人及び40歳以上の生活保護受給者等の人

当年度に40歳の誕生日を迎える人

当年度に20歳以上の偶数歳の誕生日を迎える女性

当年度に40歳以上の偶数歳の誕生日を迎える女性

当年度に40歳以上の誕生日を迎える人

満50歳以上の男性

当年度40歳以上で一度も肝炎ウイルス検査を受診した
ことがない人

40歳以上の男性、18歳以上の女性

当年度に40歳以上の誕生日を迎える人

当年度に50歳以上の偶数歳の誕生日を迎える人

当年度に40歳以上の誕生日を迎える人

満20歳以上で、肝炎ウイルス検査を一度も受けた
ことのない人

拠点会場（集団）

無料

各種がん検診及び歯周病検診
の受診場所に準ずる

地域巡回の検診車

指定医療機関

指定医療機関

指定医療機関

地域巡回の検診車

指定医療機関

拠点会場（集団）
※単独受診の場合

郵送受付：10 ～ 2 月のみ

拠点会場（集団）
＊単独受診可

B 型抗原
拠点会場（集団）
＊単独受診可

指定医療機関
＊指定医療機関へ直接申込

拠点会場（集団）＊単独受診可

無料

無料（受診券必要）

600円

2,000円

1,000円

1,700円

40歳代 2,000円
50歳以上 1,500円

500円

集団健診と同時1,000円
単独受診1,500円

C 型抗体

1,000円

無料

神戸市歯科健康診査

①妊婦

②40歳（当年度に40歳を迎える人）

③50歳（当年度に51歳を迎える人）

④60歳（当年度に61歳を迎える人）

⑤75歳（当年度に76歳を迎える後期高齢者医療加入の人）

65歳オーラルフレイル
チェック

実施医療機関

実施医療機関

無料

65歳(当年度に66歳を迎える人） 無料

 

検診名 対象者 受診方法（場所） 料金 

神戸市健康診査 
他で健診機会が無く、生活習慣病の治療中でない
当年度 39 歳以下の人及び 40 歳以上の生活保護
受給者等の人 

拠点会場（集団） 無料 

40 歳総合健診 当年度に 40 歳の誕生日を迎える人 
各種がん検診及び歯周病検
診の受診場所に準ずる 

無料（受診券必要） 

胃がん
検診 

バ リ ウ ム
検査 

当年度に 40 歳以上の誕生日を迎える人 地域巡回の検診車 600 円 

内視鏡 当年度に 50 歳以上の偶数歳の誕生日を迎える人 指定医療機関 2,000 円 

肺がん検診 当年度に 40 歳以上の誕生日を迎える人 指定医療機関 1,000 円 

大腸がん検診 当年度に 40 歳以上の誕生日を迎える人 郵送受付：4 月～3 月 12 日 500 円 

子宮頸がん検診 
当年度に 20 歳以上の偶数歳の誕生日を迎える女
性 

指定医療機関 1,700 円 

乳がん検診 
当年度に 40 歳以上の偶数歳の誕生日を迎える女
性 

地域巡回の検診車 40 歳代   2,000 円 
50 歳代以上 1,500 円 指定医療機関 

口腔がん検診※ 当年度に 40 歳以上の誕生日を迎える人 
神戸市歯科医師会附属歯科
診療所 

500 円 

前立腺がん検診 満 50 歳以上の男性 
拠点会場（集団） 
＊単独受診可 

集団健診と同時 1,000 円 
単身受診    1,500 円 

肝炎ウイルス検査 

当年度 40 歳以上で一度も肝炎ウイルス検査を受
診したことがない人 

拠点会場（集団） 
＊単独受診可 

無料 
満 20 歳以上で、肝炎ウイルス検査を一度も受け
たことのない人 

指定医療機関 
＊指定医療機関へ直接申込 

骨粗しょう症検診 40 歳以上の男性、18 歳以上の女性 
拠点会場（集団） 
＊単独受診可 

1,000 円 

神戸市歯科健康診査 

①妊婦 
②30 歳（前年度に 30 歳を迎えた人） 
③40 歳（当年度に 40 歳を迎える人） 
④50 歳（前年度に 50 歳を迎えた人） 
⑤60 歳（前年度に 60 歳を迎えた人） 

実施医療機関 無料 

オーラルフレイルチ
ェック 

①65 歳(前年度に 65 歳を迎えた人） 
②75 歳（前年度に 75 歳を迎えた後期高齢者医療
加入の人） 

実施医療機関 無料 

※口腔がん検診の問い合わせ先は神戸市お問い合わせセンター（078－333－3330） 



7
現在、休日や夜間において、軽症の患者さんの救急医療への受診が増加し、緊急性が高い重症の患者さんの治療に支

障をきたすケースが発生しており、そのことが病院勤務医の負担が過重となる原因のひとつにもなっています。このよ

うな状況が続くと、治療の必要な人が安心して医療を受ける仕組みや健康保険制度の崩壊につながりかねません。皆さ

んが健康保険とともに安心して治療を受け健康に過ごすためには、医療を有効活用しなければなりません。医療機関、

薬局を受診する場合は、以下のことに留意しましょう。

●かかりつけ医師・歯科医師を持ち、気になることがあれば、まずはかかりつけの医師・歯科医師に相談しましょう。

●同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう。（重複する検査や投薬により、体に悪影響を与えてしま

うなどの心配があります）

●薬が余っているときは、医師や薬剤師に相談しましょう。

●薬は飲み合わせによっては副作用を生じることがあります。他の医療機関や薬局での処方薬を確認できるように「お

薬手帳」を活用しましょう。

医療機関や施術所等の受診にあたっての留意点

29

医
療
機
関
や
施
術
所
等
の
受
診
に
あ
た
っ
て
の
留
意
点

救急安心センターこうべ 電話「♯7119」

●「♯7119」とは、「夜中に熱が下がらない」、「お腹が痛い」など、急な病気やケガで、今診てくれる病院が分か

らないときや、救急車を呼ぼうか迷ったときに24 時間年中無休で、いつでも相談を受け付ける救急相談ダイヤルで

す。迷ったら「♯7119」にお電話ください。

●神戸市域を対象に、看護師が救急医療相談に対応し、緊急性および受診の必要性を判断します。その結果、緊急性

が高い場合は、119 番へ電話転送し、迅速な救急出動に繋げます。緊急性が低い場合は、受診可能な医療機関を案

内します。

国保加入者
（被保険者）

国保の保険診療の仕組み

医療機関

治療する

一部負担金を支払う

保険料を納める

医療費を請求する

国保連合会を通じて
医療費を支払う

審査結果を
報告する

保険者
（県・市）

国保連合会
（レセプトの審査）

柔道整復師や、はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けるときの正しいかかり方を理解し、適正な受療についてご協力をお願い

します。なお、施術所が患者に代わって保険請求を行うときは、該当月の施術終了後、「療養費支給申請書」に施術者が記載した、

負傷原因・負傷名・日数・金額などが間違っていないか確認してから、署名・押印してください。

よく確認をせず署名・押印することは、間違った申請につながるおそれがありますので注意してください。

施術が⾧期にわたる場合は内科的要因も考えられますので、かかりつけの医師に相談しましょう。

柔道整復師（整骨院・接骨院）にかかるとき 施術師に負傷原因を正確に伝えるようにしてください。

×神戸市国保が使えない

日常生活による単なる疲れ・肩こり、筋肉疲労、加齢によるものを対象とした施術

脳血管疾患後遺症などの慢性病や、症状の改善がみられない⾧期の施術

⃝神戸市国保が使える（保険診療が受けられる）

骨折、脱臼、打撲、ねんざ、挫傷（肉離れなど関節・筋肉の損傷）を対象とした施術

※骨折・脱臼（応急手当を除く）は、医師の同意が必要です

はり・きゅう・マッサージにかかるとき
⃝神戸市国保が使える（保険診療が受けられる）

はりきゅう：神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎ねんざ後遺症など

マッサージ：筋麻痺・関節拘縮などの症状がある場合

※はり・きゅう・マッサージともに主治医の同意が必要です



8
現行の国保制度は、他の医療保険と比べて高齢者の加入割合が大きく、医療費水準が高くなり加入者の保険料負担が

重いといった構造的問題を抱えています。そこで医療費の伸びが過大とならないよう国や県では特定健診・特定保健指

導の目標受診率等（2029年度までに60%）及びジェネリック医薬品の普及率（2029年度末までに80％以上）の達成や糖

尿病の重症化予防、重複服薬等の適正化などに目標を定めて、医療費の適正化対策を計画的に取り組んでいます。

神戸市では、特定健診・特定保健指導の受診率等向上、糖尿病の重症化予防等の保健事業の実施、ジェネリック医薬

品の普及啓発に取り組んでいるほか、医療機関・薬局から請求のあったレセプト（診療報酬明細）の全件点検、柔道整

復療養費・はりきゅうマッサージ療養費の申請書の全件点検、海外療養費の不正請求対策、交通事故等の第三者加害事

案の求償強化を実施して、医療費適正化を推進しています。

医療費適正化の取組み

30

医
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ジェネリック医薬品

ジェネリック医薬品とは、新薬（先発医薬品）と同等の効能効果で値段の安い後発の医薬品のことです。上手に使え

ばお薬代の節約につながります。医療機関や薬局にて、ジェネリック医薬品を希望していることを伝えてください。

神戸市国保年金医療課のホームページに掲載の「ジェネリック医薬品お願いカード」もご活用ください。

ジェネリック医薬品を選んでいただくことで皆さんの一部負担金（薬局等の窓口での負担額）を減らすだけでなく、

神戸市の国保の医療費を減らすことにつながります。国保財政の悪化を防ぎ、保険料の水準を維持するためにも医療費

の適正化が重要です。皆さんのご協力をお願いします。

薬の内容によってはジェネリック医薬品に変更できない場合や負担額が高くなる場合がありますので、ご注意くださ

い。

なお、神戸市では、生活習慣病の治療等で継続的に服薬されている人や複数の薬を服用されている人を対象に、ジェ

ネリック医薬品に切り替えることで削減可能な医療費の差額をお知らせしています。

医療費通知 （国民健康保険医療費のお知らせ）

神戸市の国民健康保険では、年に６回、医療機関を受診した世帯全員の医療費が示してある「医療費通知」を世帯主

あてにお送りします。
〔①５月末（１・２月診療分）、②７月末（３・４月診療分）、③９月末（５・６月診療分）、④11月末（７・８月診療分）〕、

⑤１月末（９・10月診療分）、⑥３月末（11・12月診療分）発送予定〕

医療費通知は、国民健康保険の医療費負担の仕組みや、皆さんの健康に関する認識を深めていただくためにお送りす

るお知らせです。（世帯の中に受診者がいなければ送付されません）

2017年度の税制改正により医療費控除の申告の際に、健康保険の保険者が発行する医療費通知を「医療費控除の明細

書」の代わりとして利用できるようになりました。

１月末頃に発送予定の医療費通知には９・10月分が掲載されますので、11月以降に医療を受けられた場合は、別途領

収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。

その他、医療費通知に記載されていない医療費控除の対象となる支出がある場合も、別途領収書をもとに「医療費控

除の明細書」を作成する必要があります。

公費負担医療や福祉医療助成、高額療養費を受けられた場合などは、記載されている「自己負担

相当額」と実際にご自身が負担された額が異なることがあります。その際は、ご自身で額を訂正し

て申告していただく必要があります。

医療費控除・申告方法の詳細は、国税庁のホームページでご確認いただくか、お住まいの地域を

管轄する税務署へお問い合わせください。

医療費通知の再発行は郵送により申請できます。申請書を住所地の区役所等へ郵送してください。

後日、世帯主あてに普通郵便で再発行分の医療費通知をお送りします。

（申請様式は神戸市のホームページ からダウンロードできます）
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2026年度国保特別会計予算

【歳入】

保険料

保険料の決まり方

県・市の公費等

所得割（賦課割合45％）

2026年度に兵庫県に納付すべき国保事業費納付金（医療分）

【歳出】

県支出金

その他
（一般会計繰入金、

諸収入等）

歳入合計

256億円

1,033億円

195億円

1,484億円

保険給付費

国保事業費納付金

その他
（事務費、保健事業費、

諸支出金）

歳出合計

1,009億円

409億円

66億円

1,484億円

主な事業指標

区分 2026年度予算

世帯数 180,828世帯

被保険者数 261,448人

総医療費 1,181億円

被保険者一人当たり医療費 451,839円

2018年度より、都道府県が財政運営の責任主体となりました。兵庫県は、保険給付に必要な費用を全額県内市町村に支払う

とともに、県内市町ごとの国保事業費納付金の額を決定します。

神戸市は、保険料や公費等を財源として国保事業費納付金を兵庫県へ納めます。

国民健康保険料は、医療分保険料・後期高齢者支援金等分保険料・介護納付金分保険料（40～64歳の被保険者）から

なります。それぞれの保険料は、所得割・均等割・平等割からなります。また賦課割合は所得割：均等割：平等割＝

45:38:17（介護分は43:40:17）となっています。

●2026年度の医療分保険料
保健事業費等

保険料

均等割（38％） 平等割（17％）
÷

加入者の賦課基準額（P.5）の総額
↓

所得割料率（P.5）

÷
加入者数

↓
均等割額（P.5）

÷
世帯数

↓
平等割額（P.5）

市の公費等

所得割（賦課割合45％）

2026年度に兵庫県に納付すべき国保事業費納付金（後期高齢者支援金等分）

●2026年度の後期高齢者支援金等分保険料

保険料

均等割（38％） 平等割（17％）

÷
加入者の賦課基準額（P.5）の総額

↓
所得割料率（P.5）

÷
加入者数

↓
均等割額（P.5）

÷
世帯数

↓
平等割額（P.5）

市の公費等

所得割（賦課割合43％）

2026年度に兵庫県に納付すべき国保事業費納付金（介護納付金分）

●2026年度の介護納付金分保険料

保険料

均等割（40％） 平等割（17％）
÷

40 ～ 64 歳の加入者の賦課基準額（P.5）の総額
↓

所得割料率（P.5）

÷
40 ～ 64 歳の加入者数

↓
均等割額（P.5）

÷
40 ～ 64 歳の世帯数

↓
平等割額（P.5）

2026年度に兵庫県に納付すべき国保事業費納付金（子ども支援金分）

●2026年度の子ども・子育て支援納付金分保険料

市の公費等

所得割（賦課割合45％） 均等割（38％） 平等割（17％）18歳以上均等割

÷
加入者の賦課基準額（P.5）の総額

↓
所得割料率（P.5）

÷
加入者数

↓
均等割額（P.5）

÷
世帯数

↓
平等割額

÷
18歳以上加入者数

↓
18歳以上均等割額

（P.5）

※18歳以上均等割

18歳未満の国保加入者分の均等割額については、国の補助金等を除いたものを、「18歳以上均等割」として18歳以上の国保加入者が負担します。
ー ＝ 18歳以上均等割18歳未満加入者公費軽減額18歳未満加入者均等割総額
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加入・脱退等の手続について

国保に加入する手続を教えてください。

住所地の区役所・支所に届出をしていただきます。なお、勤務先の健康保険を脱退したときの届出は郵送による手続が可

能です。届出に必要なものはP.4をご覧ください。また加入日はP.1をご覧ください。

国保を脱退する手続きを教えてください。（代理でもできますか？）

住所地の区役所・支所に届出をしていただきます。届出に必要なものはP.4をご覧ください。 なお、資格喪失日はP.1の

とおりです。

また代理の人に来庁いただくことも可能です。その際は代理の人の本人確認書類と委任状（世帯主は不要）をお持ちくだ

さい。職場の健康保険に加入したときの脱退の届出は、オンライン・郵送でも受付可能です。

会社を退職しました。任意継続の健康保険と国保とではどちらの方がよいですか？

任意継続の健康保険は、２カ月以上の加入期間がある人が、退職後20日以内に申請して加入するものです。

申請先は加入していた健康保険（協会けんぽまたは健保組合）です。任意継続の場合の保険料は、事業主負担が無くなり

退職時の保険料よりも高くなりますが、限度額も設けられていますので、加入していた健康保険に確認してください。

一方、国民健康保険料は、前年の算定用所得額や加入人数に応じて算定します。また退職後の所得の状況によっては減免

等の制度（P.7～9参照）があります。保険料の比較以外には、医療機関に継続して受診されている場合などは、高額療養費

の自己負担限度額や70～74歳の人の負担割合が変わる場合もありますので合わせてご検討ください。（保険料の試算は電

話では行っていません。A10を参照）

資格確認書等について

資格確認書の有効期限がもうすぐ切れるがどうすればよいですか？

令和７年度の資格確認書の有効期限は令和８年11月末です。マイナ保険証をお持ちの方は引き続きマイナ保険証で病院

を受診いただけます。マイナ保険証をお持ちでない方や資格確認書交付申請をされた方については、令和８年11月に資格

確認書を郵送しますので、そちらで病院を受診ください。

70歳になりました。高齢受給者証はいつ送付されますか？

70歳の誕生月の下旬（１日生まれの人は誕生月の前月の下旬）に郵送します。誕生月の翌月１日（１日生まれの人は誕

生月）から高齢受給者証が使えるようになります。

また高齢受給証の有効期限は７月末です。毎年７月下旬に新しい高齢受給者証を郵送します。

限度額適用認定証の期限が切れるがどうすればよいですか？

限度額適用認定証の有効期限は７月末です。マイナンバーカードが保険証として利用できる医療機関では、交付申請しな

くても自己負担額が限度額までとなりますが、引き続き必要な人はあらためて申請が必要ですので、７月中旬以降に郵送で

申請してください。本人確認書類を持参すれば、住所地の区役所・支所の国保の窓口でも申請ができます。なお、69歳以

下で保険料の未納がある人には交付できません。詳しくは神戸市ホームページをご確認ください。

資格確認書・資格情報のお知らせを失くしてしまいました。どうしたらよいでしょう？

資格確認書・資格情報のお知らせの再交付をしますので、住所地の区役所・支所の国保の係に再交付申請書を郵送いただ

くか、直接窓口に再交付申請書を提出してください。詳しい手続はP.4をご覧ください。盗難の場合等は警察署に届出をす

ることをお勧めします。

資格確認書を忘れたので医療費を全額自己負担しました。どうすればよいでしょう？

全額負担した医療費のうち自己負担分を除いた分は、申請により療養費として支給されます。（P.22参照）

Q1

A1

Q2

A2

Q3

A3

Q4

A4

Q5

A5

Q6

A6

Q7

A7

Q8

A8
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保険料について

保険料が上がった（下がった）理由を教えてほしい。

国保の保険料率は毎年変更されます。また前年度の所得額や世帯員数が変われば保険料が増減する仕組みになっています。

詳しくは個別にお調べする必要がありますので、神戸市国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター〔TEL：078-381-7726〕

にお問い合わせください。

保険料の試算をお願いしたい。

神戸市のホームページに保険料の試算システムを掲載していますので、収入額等を入力し試算してください。または住所

地の区役所・支所でもお申し出があれば試算を行いますが、電話ではお答えできませんので本人確認書類を持参・来庁のう

えご相談ください。（市外で税申告されている場合は試算できない場合があります。）

なお、保険料率は毎年変更され、５月下旬に決定します。したがって、４月以降の保険料については料率決定後の６月か

ら試算をすることができます。

保険料の計算の基になった所得額を教えてほしい。

保険料の算定用所得額とは、前年度の総所得金額等(P.6参照) から基礎控除額を控除した金額です。

分離課税となる土地・建物の譲渡所得や申告した株式等譲渡所得も含まれます（退職所得は除かれます）。詳しくは住所地

の区役所等にお問い合わせください。

保険証等について

保険料の納付方法を教えてください。

保険料の納付は、原則として「口座振替」をお願いします。また一定の要件に該当する場合は「世帯主の年金から特別徴

収（引去り）」によりお支払いいただきます。詳しくは P.11～13をご覧ください。

保険料を口座振替で支払いたいのですが、どのように申し込めばよいですか？

本人確認書類・キャッシュカード・暗証番号を持って住所地の区役所・支所の国保の窓口にお越しいただければ、その

場で申込手続が可能です（原則、申込月の翌月から口座振替開始になります）。

また、口座がある金融機関でも手続き可能です（本人確認書類・通帳・届出印が必要です）。郵送でも手続き可能です

が、手続きに１～２カ月かかります。（申込書類は区役所・支所にあります）詳しくは P.11～12をご覧ください。

納付書が届いていません。

毎年６月の保険料のお知らせ（納入通知書）に同封して６月期から翌年３月期までの１年分、計10枚の納付書をお送りし

ています。１枚ずつ順にお支払いください。また、一括してお支払いいただいても構いません。

納付書が手元に無いときは、神戸市国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター〔TEL：078-381-7726〕にご連絡い

ただければ再発行します。

失業・災害のため保険料が支払えません。どうすればよいでしょう？

失業等で所得が前年に比べて大幅に減った（半分以下）等の場合は、申請により保険料の減免が受けられることがありま

す。要件等は P.8～9をご覧ください。また、減免が適用されるかどうかは住所地の区役所等の国保の窓口にご相談ください。

昨年１年間に支払った保険料の額を教えてほしい。

確定申告に必要な保険料納付済額のお知らせは１月末に郵送します。お急ぎの場合は住所地の区役所等の国保の窓口にお

問い合わせください。

Q9

A9

Q10

A10

Q11

A11

Q12

A12

Q13

A13

Q14

A14

Q15

A15

Q16

A16

Q17

A17

Q18

A18

保険料のお支払いについて

保険料を滞納しているが一度に納付できないので納付相談をしたい。

生活状況・収入・資産等がわかる書類を持参して住所地の区役所等までご相談ください。事情をお聞きし、今後の納付計画を

相談していただきます。なお、収入・資産等の調査の結果、事実と異なるときは納付計画を取り消すことがあります。

保険料の滞納が続いたらどうなりますか？

法令に基づき財産調査や滞納処分（差押え）をすることになります。詳しくは P.14をご覧ください。

その他のよくある質問と回答は、神戸市のホームページ をご覧ください。



国民健康保険料のお支払いは、口座振替をご利用ください。

不審電話などにご注意を

市役所や区役所職員等を名乗り、「還付金があるのでATM に行って

ほしい」などといった不審電話が市内で発生しています。

市役所、区役所ではこのような電話連絡は行っておりませんので、

ご注意ください。

国民健康保険についてのお問い合わせは、神戸市国民健康保険・後期高齢者

医療コールセンターまでご連絡ください。

●神戸市国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター

●東灘区役所 保険年金医療課国保年金係

●灘区役所 保険年金医療課国保年金係

●中央区役所 保険年金医療課国保年金係

●兵庫区役所 保険年金医療課国保年金係

●北区役所 保険年金医療課国保年金係

●北神区役所 市民課窓口係

●⾧田区役所 保険年金医療課国保年金係

●須磨区役所 保険年金医療課国保年金係

●北須磨支所 保険年金医療課国保年金係

●垂水区役所 保険年金医療課国保年金係

●西区役所 保険年金医療課国保年金係

TEL 078-841-4131

TEL 078-843-7001

TEL 078-335-7511

TEL 078-511-2111

TEL 078-593-1111

TEL 078-981-5377

TEL 078-579-2311

TEL 078-731-4341

TEL 078-708-5151

TEL 078-940-9501

TEL 078-793-1212

TEL 078-381-7726
FAX 078-322-6041

届出・申請の手続き・保険料の納付相談は住所地の区役所・支所の国保の窓口

までご連絡ください。


